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は
じ
め
に

日
本
政
府
は
二
〇
一
六
年
九
月
二
一
日
、
原
子
力
関
係
閣
僚
会
議
を
開
き
、
約
一
兆
円
の
国
費
を
投
じ
な
が
ら
二
〇
年
以
上
ほ
と
ん
ど

運
転
し
て
い
な
い
高
速
増
殖
原
型
炉
⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜（
福
井
県
敦
賀
市
）
に
つ
い
て
、
年
末
ま
で
に
廃
炉
を
含
む
抜
本
的
見
直
し
を
す
る
こ

と
で
合
意
し
た
。
電
力
業
界
が
存
続
に
慎
重
姿
勢
を
示
し
て
い
る
⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜
は
廃
止
し
た
上
で
、
通
常
の
原
発
（
軽
水
炉
）
で
の
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
消
費
（
プ
ル
サ
ー
マ
ル
）
や
、（
使
用
済
み
核
燃
料
の
置
き
場
と
し
て
の
）
再
処
理
工
場
計
画
（
青
森
県
六
ケ
所
村
）
の
維
持

が
経
済
産
業
省
の
方
向
性
と
思
わ
れ
る
。

原
子
力
発
電
は
有
限
の
ウ
ラ
ン
を
燃
料
に
用
い
る
限
り
、
発
電
所
の
出
力
の
大
き
さ
以
外
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
特
別
の
優
位
性

を
持
た
な
い
。
石
油
と
異
な
り
、
原
子
力
は
発
電
に
し
か
利
用
で
き
ず
、
高
熱
・
高
放
射
線
を
発
す
る
処
理
困
難
な
廃
棄
物
を
残
し
て
し

ま
い
、
事
故
時
の
放
射
能
汚
染
や
、
通
常
運
転
時
の
温
排
水
や
低
レ
ベ
ル
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
環
境
汚
染
の
懸
念
も
あ
る
。
発
電

時
に
お
い
て
も
、
火
力
や
水
力
、
さ
ら
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
と
異
な
り
、
原
発
は
一
日
や
年
間
を
通
じ
た
需
要
の
変
動

に
合
わ
せ
た
出
力
調
整
が
で
き
ず
、
一
度
起
動
す
る
と
次
の
定
期
点
検
ま
で
約
一
年
間
、
二
四
時
間
運
転
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
頻

繁
に
起
動
と
停
止
を
繰
り
返
す
と
、
燃
料
破
損
と
放
射
能
放
出
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
欠
点
を
超
え
る
だ
け
の

大
き
な
利
点
を
も
た
ら
す
に
は
、
特
別
の
仕
掛
け
が
必
要
だ
っ
た
。
燃
料
の
増
殖
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

天
然
ウ
ラ
ン
に
含
ま
れ
る
同
位
元
素
の
約
九
九
％
は
核
分
裂
性
を
も
た
な
い
⽛
燃
え
な
い
⽜
ウ
ラ
ン
（
Ｕ
238
）
で
あ
り
、
残
り
の
一
％

未
満
の
核
分
裂
性
の
⽛
燃
え
る
⽜
ウ
ラ
ン
（
Ｕ
235
）
を
用
い
る
の
が
通
常
の
原
子
力
発
電
で
あ
る
。
標
準
的
な
原
発
で
あ
る
軽
水
炉
で
は
、

⽛
燃
え
る
⽜
Ｕ
235
の
割
合
を
五
％
前
後
ま
で
少
し
高
め
た
⽛
低
濃
縮
ウ
ラ
ン
⽜
を
燃
料
に
す
る
。
そ
れ
で
も
⽛
燃
え
な
い
⽜
Ｕ
238
は
核
燃
料

の
大
部
分
を
占
め
る
が
、
発
電
時
に
発
生
し
た
中
性
子
を
吸
収
す
る
と
Ｕ
238
が
Pu
239
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
）
に
変
化
す
る
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
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は
核
分
裂
性
を
持
つ
の
で
、
核
燃
料
に
利
用
可
能
で
あ
る
。
普
通
の
原
発
で
は
核
燃
料
中
で
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
変
わ
る
ウ
ラ
ン
の
量
は
わ

ず
か
で
あ
る
。
し
か
し
消
費
さ
れ
た
ウ
ラ
ン
の
量
を
上
回
る
ほ
ど
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
差
し
引
き
で
核
燃

料
を
⽛
増
殖
⽜
で
き
る
。
資
源
の
有
限
性
を
克
服
す
る
と
い
う
ふ
れ
込
み
で
、
高
速
増
殖
炉
は
⽛
夢
の
原
子
炉
⽜
と
呼
ば
れ
た
。

⽛
増
殖
炉
⽜
に
つ
い
て
は
様
々
な
炉
型
が
考
案
さ
れ
た
が
、
増
殖
の
効
率
を
重
視
し
た
場
合
に
有
力
視
さ
れ
た
の
が
、
米
国
が
先
行
開
発

し
て
い
た
⽛
高
速
増
殖
炉
⽜（
Ｆ
Ｂ
Ｒ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
速
に
増
殖
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
高
速
の
ま
ま
の
中
性
子
を
用
い
た

燃
料
増
殖
炉
の
意
味
で
あ
る
。
軽
水
炉
の
場
合
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
核
分
裂
を
維
持
す
る
た
め
、
中
性
子
の
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
す
。

そ
の
た
め
の
⽛
減
速
材
⽜
と
し
て
水
を
使
い
、
原
子
炉
の
冷
却
や
熱
か
ら
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
変
換
（
蒸
気
を
発
生
さ
せ
、
タ
ー
ビ
ン

を
回
す
）
に
も
水
を
使
う
。
こ
れ
に
対
し
、
高
速
増
殖
炉
の
場
合
、
高
速
の
ま
ま
の
中
性
子
を
余
分
に
発
生
さ
せ
、
炉
心
を
囲
む
よ
う
に

配
置
し
て
お
い
た
⽛
燃
え
な
い
⽜
Ｕ
238
の
⽛
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
⽜
に
そ
れ
を
吸
収
さ
せ
る
こ
と
で
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
変
え
、
燃
料
の
増
殖

を
図
る
。
と
こ
ろ
が
炉
の
冷
却
に
水
を
使
う
と
中
性
子
を
減
速
し
て
し
ま
う
の
で
、
使
え
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
熱
し
て
液
体
に
し
た
金

属
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
原
子
炉
を
冷
却
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
循
環
（
一
次
系
）
で
発
生
し
た
熱
を
電
気
に
変
え
る
に

は
、
水
が
循
環
す
る
配
管
（
二
次
系
）
に
熱
を
伝
え
、
そ
こ
か
ら
蒸
気
発
生
器
・
タ
ー
ビ
ン
に
導
い
て
発
電
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま

た
炉
心
に
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
ウ
ラ
ン
を
混
合
し
た
⽛
混
合
酸
化
物
⽜（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
）
燃
料
を
用
い
る
。

し
か
し
高
速
増
殖
炉
の
技
術
に
は
致
命
的
な
難
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
炉
の
熱
を
電
気
に
変
え
る
た
め
に
は
水
蒸
気
を
発
生
さ
せ
タ
ー

ビ
ン
を
回
す
必
要
が
あ
る
が
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
漏
れ
て
水
分
と
接
触
す
る
と
、
火
災
や
爆
発
を
起
こ
す
性
質
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
難
点
は
、
大
量
の
核
物
質
、
特
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
取
扱
い
か
ら
生
じ
る
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
高
度
の
重
金
属
毒
性
を
持
ち
、

微
量
で
も
致
死
量
に
達
す
る
。
ま
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
発
す
る
ア
ル
フ
ァ
線
は
ガ
ン
マ
線
の
よ
う
な
強
い
透
過
力
を
持
た
な
い
も
の
の
、

呼
吸
や
飲
食
を
通
じ
て
生
体
内
に
取
り
込
ま
れ
る
と
排
出
さ
れ
に
く
く
、
持
続
的
な
内
部
被
曝
を
引
き
起
こ
す
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
半
減
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期
は
二
万
年
以
上
と
長
い
の
で
、
事
故
が
起
き
て
環
境
中
に
放
出
さ
れ
る
と
半
永
久
的
に
残
留
す
る
。

第
三
の
難
点
は
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
長
崎
型
原
爆
の
製
造
に
も
使
わ
れ
た
核
兵
器
製
造
可
能
物
質
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
高
速
増
殖
炉

や
再
処
理
工
場
の
建
設
へ
の
固
執
は
、
政
府
が
核
兵
器
材
料
の
取
得
を
密
か
に
狙
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
一
定
の
根
拠
を
与
え
る
。

第
四
に
、
核
燃
料
の
様
々
な
処
理
工
場
の
建
設
が
必
要
に
な
る
点
が
あ
る
。
発
電
用
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
製
造
に
は
、
軽
水
炉
の
使
用
済
み

核
燃
料
か
ら
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
出
す
た
め
の
再
処
理
工
場
（
1
）と
、ウ
ラ
ン
と
混
合
し
て
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
に
加
工
す
る
工
場
が
必
要
に
な
る
。

⽛
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
⽜
の
中
に
発
生
し
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
回
収
す
る
工
程
も
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
高
速
増
殖
炉
で
発
電
し
た
後
の
使
用

済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
は
、
軽
水
炉
の
使
用
済
み
核
燃
料
と
組
成
が
異
な
る
の
で
、
別
の
再
処
理
工
場
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
し
た
各
種
工
程

は
大
量
の
核
物
質
を
扱
う
の
で
事
故
や
作
業
員
の
被
曝
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
。
使
用
済
み
核
燃
料
の
裁
断
・
溶
解
時
に
環
境
に
放
出
さ
れ

る
気
体
・
液
体
の
放
射
性
物
質
の
量
は
膨
大
で
あ
り
、
英
仏
の
再
処
理
工
場
周
辺
で
は
白
血
病
の
多
発
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

第
五
に
、
原
発
は
一
般
に
高
熱
を
発
す
る
炉
心
を
冷
却
し
続
け
る
必
要
か
ら
、
維
持
費
が
高
く
な
る
が
、
高
速
増
殖
炉
の
場
合
、
常
温

で
は
固
体
の
冷
却
材
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
液
状
に
保
つ
た
め
の
加
熱
が
必
要
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
維
持
費
が
高
額
に
な
る
。

第
六
に
、
燃
料
増
殖
効
率
は
き
わ
め
て
低
く
、
炉
の
耐
用
年
数
を
超
え
る
四
六
年
を
か
け
て
も
、
一
六
％
し
か
増
え
な
い
（
増
殖
比
一
･

一
六
）
と
試
算
さ
れ
て
い
る
（
2
）。

こ
う
し
た
難
点
は
、
高
速
増
殖
炉
や
再
処
理
工
場
の
建
設
・
運
転
が
計
画
さ
れ
た
国
で
反
対
運
動
を
呼
び
起
こ
す
と
同
時
に
、
核
不
拡

散
を
懸
念
す
る
米
国
政
府
の
介
入
を
招
き
、
さ
ら
に
安
全
性
を
高
め
る
た
め
の
設
計
変
更
を
要
し
、
建
設
・
運
転
費
用
の
一
層
の
増
大
を

招
い
て
き
た
。
再
処
理
工
場
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
元
々
核
兵
器
製
造
工
場
と
し
て
建
設
し
た
少
数
の
国
の
み
で
あ
り
、
高
速
増
殖
炉
の

開
発
は
ほ
と
ん
ど
の
国
で
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
た
。

日
本
の
場
合
、
一
九
七
七
年
に
は
実
験
炉
⽛
常
陽
⽜（
茨
城
県
大
洗
）
の
運
転
を
開
始
し
、
ま
た
激
し
い
反
対
運
動
を
押
し
切
っ
て
、
次
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の
段
階
で
あ
る
⽛
原
型
炉
⽜
と
し
て
⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜
を
建
設
し
、
一
九
九
四
年
に
運
転
を
開
始
し
た
。
と
こ
ろ
が
間
も
な
く
⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜

は
一
九
九
五
年
一
二
月
に
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
れ
か
ら
火
災
を
起
こ
し
、
し
か
も
当
時
の
運
転
事
業
者
（
動
力
炉
核
燃
料
開
発
事
業
団
）
は
事

故
を
撮
影
し
た
映
像
の
改
竄
・
隠
蔽
を
図
っ
た
と
し
て
強
い
批
判
を
受
け
、
組
織
再
編
を
繰
り
返
し
た
。
以
来
、⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜
は
長
期
停

止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
一
月
に
は
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
が
原
子
炉
設
置
許
可
を
無
効
と
判
断
し
て
、
日
本
の
原
発

裁
判
史
上
初
の
原
告
勝
訴
判
決
を
出
し
た
。
こ
の
判
決
は
二
〇
〇
五
年
五
月
に
最
高
裁
に
覆
さ
れ
た
が
、
運
転
開
始
は
遅
れ
、
そ
の
後
の

改
良
工
事
を
経
て
二
〇
一
〇
年
五
月
に
一
四
年
ぶ
り
の
運
転
再
開
を
し
て
間
も
な
く
、
炉
内
に
大
き
な
部
品
が
落
下
し
て
回
収
困
難
と
な

る
事
故
を
起
こ
し
た
。
さ
ら
に
近
年
は
一
万
点
以
上
に
の
ぼ
る
部
品
の
点
検
漏
れ
が
見
つ
か
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
か
ら
廃
炉
も
含
め

た
運
営
の
抜
本
的
見
直
し
を
現
在
の
運
転
事
業
者
（
原
子
力
研
究
開
発
機
構
）
は
求
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
間
、⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜
の
稼
働
日

数
は
二
五
〇
日
間
程
度
に
す
ぎ
な
い
が
、
維
持
費
は
一
日
五
〇
〇
〇
万
、
年
間
二
〇
〇
億
円
か
か
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
惨
憺
た
る
成
績
に
も
か
か
わ
ら
ず
、⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜
の
廃
炉
は
長
年
先
送
り
さ
れ
て
き
た
。
原
子
力
利
用
全
体
の
正
統
性
根

拠
と
な
っ
て
い
る
高
速
増
殖
炉
を
放
棄
す
る
と
、
再
処
理
の
是
非
を
含
め
た
原
子
力
政
策
全
体
の
見
直
し
が
必
要
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら

で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
行
っ
た
多
額
の
投
資
が
無
駄
に
な
る
と
い
う
論
理
も
働
い
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
と
は
対
照
的
に
、
ド
イ
ツ
は
一
九
九
一
年
、⽛
も
ん
じ
ゅ
⽜
と
同
様
の
原
型
炉
と
し
て
建
設
に
多
額
の
投
資
を
つ
ぎ
込
み
、
ほ
ぼ
完

成
し
て
い
た
高
速
増
殖
炉
（
カ
ル
カ
ー
の
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
）
の
運
転
開
始
を
最
終
段
階
で
思
い
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
思
決
定
は

な
ぜ
可
能
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、本
稿
は
高
速
増
殖
炉
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
政
治
過
程
を
詳
し
く
分
析
す
る
。
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第
1
節

社
民
・
自
由
連
邦
政
権
―
市
民
参
加
と
科
学
的
計
画
化

Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
建
設
は
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
が
参
加
し
た
連
邦
政
府
の
下
で
決
定
さ
れ
、
そ
の
中
止
に
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の

単
独
統
治
下
に
あ
っ
た
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
（
以
下
、
Ｎ
Ｒ
Ｗ
）
州
政
府
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
こ
で
ま

ず
Ｓ
Ｐ
Ｄ
主
導
の
連
邦
政
府
と
原
子
力
政
策
の
関
係
を
高
速
増
殖
炉
の
政
治
過
程
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
見
て
お
き
た
い
（
3
）。

Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
末
期
の
急
速
な
工
業
化
に
伴
う
労
働
者
階
級
の
増
大
を
追
い
風
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
直
前
に
は
す
で
に
帝

国
議
会
の
最
大
勢
力
に
な
っ
て
お
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
支
え
る
中
心
勢
力
と
な
っ
た
。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
労
働
者
階

級
の
多
い
東
部
の
工
業
地
帯
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
東
ド
イ
ツ
に
と
ら
れ
た
た
め
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
支
持
基
盤
は
打
撃
を
受
け
た
。
戦
後
し
ば
ら
く

Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
ド
イ
ツ
の
再
統
一
を
重
視
し
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）
と
と
も
に
、
核
軍
備
・
核
実
験
反

対
運
動
を
組
織
的
に
支
援
し
た
。
し
か
し
選
挙
で
の
勝
利
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
五
九
年
の
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ

ル
ク
綱
領
の
採
択
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
革
命
の
放
棄
や
、
労
働
者
階
級
を
越
え
た
支
持
層
の
拡
大
に
よ
る
政
権
獲
得
、
そ
れ
を
通
じ
た

福
祉
国
家
実
現
を
優
先
す
る
現
実
路
線
に
転
換
し
た
。
こ
の
転
換
は
功
を
奏
し
、
一
九
六
六
年
に
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
の
大
連

立
政
権
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
一
九
六
九
年
九
月
の
連
邦
議
会
選
挙
に
は
、
人
気
の
あ
っ
た
元
西
ベ
ル
リ
ン
市
長
の
ヴ
ィ
リ
ー
・
ブ
ラ
ン

ト
（
W
illy
Brandt）
を
首
相
候
補
と
し
て
前
面
に
押
し
出
し
て
勝
利
を
収
め
た
。
選
挙
後
の
一
〇
月
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
、
小
党
の
自
由
民
主
党

（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
が
連
立
に
合
意
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
が
日
本
の
自
民
党
の
よ
う
に
一
党
優
位
政
党
化
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
中
、
Ｓ

Ｐ
Ｄ
主
導
政
権
が
誕
生
し
た
こ
と
は
、
西
ド
イ
ツ
の
競
争
民
主
制
確
立
に
と
っ
て
画
期
的
な
意
義
を
持
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
政
権
の
理
想
主

義
は
ま
た
、
一
九
六
八
年
の
学
生
反
乱
を
経
験
し
た
若
い
世
代
に
も
魅
力
的
に
映
っ
た
。
外
交
面
で
は
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
（
K
onrad
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A
denauer）
保
守
政
権
が
西
欧
・
米
国
・
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
和
解
を
優
先
し
た
の
と
対
照

的
に
、積
み
残
さ
れ
て
い
た
東
欧
諸
国
と
の
関
係
改
善
を
目
指
し
た
。
内
政
面
で
は⽛
も
っ

と
民
主
制
に
挑
戦
し
よ
う
⽜（
m
ehrD
em
okratiew
agen）
と
い
う
標
語
で
政
治
参
加
を

奨
励
し
た
。
同
政
権
は
環
境
政
策
に
も
力
を
入
れ
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
に
は
連
邦
内
務

省
が
中
心
と
な
っ
て
策
定
し
た
西
ド
イ
ツ
初
の
連
邦
政
府
環
境
計
画
を
発
表
し
た
が
、
そ

こ
に
は
同
時
に
、
社
会
を
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
的
な
合
理
的
計
画
化
の
対
象
と
見
な
す
傾
向

も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
学
生
反
乱
に
感
化
さ
れ
た
青
年
層
の
間
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
や
Ｆ

Ｄ
Ｐ
の
青
年
組
織
に
入
党
す
る
者
が
増
加
し
た
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
党
員
数
は
一
九
六
四
年
か
ら

一
九
七
三
年
に
か
け
て
七
〇
万
人
も
増
加
し
、
大
卒
や
新
中
間
層
、
お
よ
び
若
年
世
代
の

党
員
が
増
加
し
た
。
一
九
七
二
年
に
は
社
民
党
員
の
七
五
％
が
四
〇
歳
未
満
で
あ
り
、
二

〇
％
近
く
は
二
一
歳
未
満
だ
っ
た
。
一
九
七
二
年
一
一
月
の
連
邦
議
会
選
挙
で
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の

党
勢
増
大
は
頂
点
に
達
し
、
四
五
･八
％
の
得
票
率
で
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
を
わ
ず
か
に
上

回
っ
た
（
Reichardt2008：
73）。
若
者
の
政
治
参
加
へ
の
意
欲
に
応
え
て
、
一
九
七
〇

年
の
基
本
法
改
正
で
選
挙
権
は
二
一
歳
か
ら
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
被
選
挙
権
も
一

九
七
四
年
の
法
律
改
正
で
二
五
歳
か
ら
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た（
塩
津
2003：
158）。

後
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
H
elm
utSchm
idt）
政
権
か
ら
コ
ー
ル
（
H
elm
utK
ohl）
政
権
に
か

け
て
外
相
と
し
て
名
を
馳
せ
る
ゲ
ン
シ
ャ
ー
（
H
ans-D
ietrich
Genscher）
を
連
邦
内

務
相
に
据
え
た
Ｆ
Ｄ
Ｐ
も
、
環
境
政
策
に
熱
心
な
イ
メ
ー
ジ
を
得
た
。
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投票率 CDU/
CSU SPD FDP 緑の党 その他

1949年 8月14日 78.5 31.0 29.2 11.9 － 27.9
1953年 9月 6日 86.0 45.2 28.8 9.5 － 16.5
1957年 9月15日 87.8 50.2 31.8 7.7 － 10.3
1961年 9月17日 87.7 45.4 36.2 12.8 － 5.6
1965年 9月19日 86.8 47.6 39.3 9.5 － 3.6
1969年 9月28日 86.7 46.1 42.7 5.8 － 5.4
1972年11月19日 91.1 44.9 45.8 8.4 － 0.9
1976年10月 3日 90.7 48.6 42.6 7.9 － 0.9
1980年10月 5日 88.6 44.5 42.9 10.6 1.5 0.5
1983年 3月 6日 89.1 48.8 38.2 7.0 5.6 0.4
1987年 1月25日 84.3 44.3 37.0 9.1 8.3 1.3
表 1：旧西ドイツの連邦議会選挙の主要政党得票率 Schmidt 2011: 63に加筆。



連
立
政
権
は
⽛
モ
デ
ル
・
ド
イ
ツ
⽜
あ
る
い
は
⽛
モ
デ
ル
ネ
（
近
代
的

な
）
ド
イ
ツ
⽜
と
い
う
語
で
経
済
や
社
会
の
近
代
化
に
よ
り
積
極
的
な
役

割
を
果
た
す
国
家
像
を
表
現
し
た
。
し
か
し
⽛
国
民
経
済
の
近
代
化
⽜
へ

の
志
向
は
、次
第
に
民
主
的
参
加
要
求
と
の
矛
盾
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
く
。

そ
う
し
た
緊
張
関
係
が
端
的
に
現
れ
た
の
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
で
あ
る
。

一
九
五
六
年
の
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
党
大
会
は
、
原
子
力
の
軍
事

利
用
を
否
定
す
る
一
方
で
⽛
平
和
利
用
⽜
に
賛
意
を
表
明
し
て
い
た

（
O
ppeln
1989：
208）。
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
も
そ
の
前
文

に
お
い
て
、
核
兵
器
が
解
き
放
っ
た
根
源
的
な
自
己
破
壊
力
を
人
間
が
恐

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
日
々
拡
大
す
る
自
然
支
配
力
を
平
和

目
的
の
た
め
に
使
う
こ
と
で
生
活
を
豊
か
に
し
う
る
こ
と
が
、⽛
原
子
力

時
代
⽜
の
希
望
だ
と
述
べ
て
い
た
（
4
）。

社
民
・
自
由
連
立
政
権
は
、原
子
力
が
科
学
技
術
の
発
展
に
基
づ
く⽛
国

民
経
済
の
近
代
化
⽜、
具
体
的
に
は
安
価
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
に

よ
る
経
済
成
長
、
製
造
業
の
国
際
競
争
力
向
上
、
お
よ
び
福
祉
充
実
に
寄

与
す
る
と
期
待
し
た
（
W
agner,1994：
266-271）。
こ
う
し
た
位
置
付

け
か
ら
連
邦
政
府
は
、
原
子
力
の
所
管
省
を
再
編
し
、
研
究
開
発
は
連
邦

教
育
科
学
省
（
一
九
六
九
年
一
〇
月
に
連
邦
科
学
研
究
省
か
ら
改
称
）
か
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議会 政権始期 政権終期 首相・内閣 与党 環境担当相
4 1962年12月 1963年10月 アーデナウアーⅤ 黒黄
4 1963年10月 1965年10月 エアハルトⅠ 黒黄
5 1965年10月 1966年11月 エアハルトⅡ 黒黄
5 1966年12月 1969年10月 キージンガー 大連立
6 1969年10月 1972年12月 ブラントⅠ 赤黄 H-F・ゲ ン シ ャ ー

（FDP）7 1972年12月 1974年 5月 ブラントⅡ 赤黄
7 1974年 5月 1976年12月 シュミットⅠ 赤黄 W・マイホーファー

（FDP）、G・バウム
（FDP、1978 年 6 月
～）、J・シュムーデ
（SPD、1982年9月）

8 1976年12月 1980年11月 シュミットⅡ 赤黄

9 1980年11月 1982年10月 シュミットⅢ 赤黄

9 1982年10月 1983年 3月 コールⅠ 黒黄 F・ツィンマーマン
（CSU）、W・ヴァル
マン（CDU、1986年6
月～）、K・テプファー
（CDU、1987 年 4 月
～1994年11月）

10 1983年 3月 1987年 3月 コールⅡ 黒黄

11 1987年 3月 1991年 1月 コールⅢ 黒黄

12 1991年 1月 1994年11月 コールⅣ 黒黄

表 2：歴代連邦政府一覧（1962～1991年）（5）



ら
新
設
の
連
邦
研
究
技
術
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｔ
）
に
移
管
し
て
重
視
し
、
ま
た
立
地
手
続
き
や
安
全
規
制
は
連
邦
内
務
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
）、
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
は
連
邦
経
済
省
と
い
う
配
置
に
し
た
。
連
立
政
権
は
ま
た
諮
問
機
関
改
革
の
一
環
と
し
て
、
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
た
原
子
力

委
員
会
を
一
九
七
一
年
一
二
月
に
廃
止
し
て
機
能
を
分
散
し
、
そ
の
放
射
線
防
護
部
門
は
放
射
線
防
護
委
員
会
（
Ｓ
Ｓ
Ｋ
）
に
改
組
す
る

な
ど
の
改
革
を
行
っ
た
。

し
か
し
一
九
七
四
年
五
月
、
秘
書
が
東
ド
イ
ツ
の
ス
パ
イ
だ
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
ブ
ラ
ン
ト
連
邦
首
相
が
辞
任
し
、
危
機
管
理
に
長

け
た
実
務
家
型
で
原
子
力
推
進
派
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
後
を
継
い
だ
。
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
の
策
定
を
準
備
し
た
連
邦
経
済
省
の
大
臣
を

含
め
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
閣
僚
た
ち
は
産
業
界
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
原
子
力
を
推
進
し
て
い
た
。
連
邦
経
済
省
は
一
九
七
三
年
九
月
、
連
邦

政
府
初
の
包
括
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
を
策
定
し
た
。
安
価
な
石
油
の
供
給
が
滞
る
事
態
に
備
え
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
を
再
検
討
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
も
な
く
第
四
次
中
東
戦
争
が
発
生
し
、
ア
ラ
ブ
諸
国
が
原
油
生
産
の
削
減
と
石
油
禁
輸
を
決
定
し
、

数
カ
月
で
原
油
価
格
が
四
倍
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
連
邦
政
府
は
一
九
七
四
年
一
〇
月
、⽛
第
一
次
改
定
⽜
を
公
表
し
、
総
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
に
占
め
る
石
油
の
比
率
を
一
九
七
三
年
実
績
の
五
五
％
か
ら
一
九
八
五
年
ま
で
に
四
四
％
へ
削
減
す
る
目
標
を
掲
げ
、
原
子
力
と
天
然

ガ
ス
の
利
用
加
速
、
石
炭
生
産
維
持
、
お
よ
び
省
エ
ネ
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
原
発
は
、
一
九
八
五
年
ま
で
に
四
五
〇

〇
～
五
〇
〇
〇
万
kW
（
四
～
五
万
MW
）
の
発
電
設
備
容
量
に
相
当
す
る
約
五
〇
基
必
要
と
さ
れ
（
一
九
七
四
年
の
実
績
量
二
三
〇
万
kW
の

約
20
倍
）、
発
電
電
力
量
に
占
め
る
原
子
力
の
比
率
は
約
四
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
H
atch
1986：
42-43,70）。
こ

う
し
て
連
立
政
権
は
各
地
で
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
反
原
発
運
動
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
二
月
～
一
一
月
の
ヴ
ィ
ー
ル
原
発
予
定
地
占
拠
を
き
っ
か
け
に
全
国
化
し
た
反
原
発
運
動
は
、
一
九
七
六
年
秋
か
ら
一
九

七
七
年
春
に
か
け
、
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
原
発
建
設
を
め
ぐ
っ
て
激
化
す
る
。
さ
ら
に
ヴ
ィ
ー
ル
の
運
動
の
中
か
ら
対
抗
専
門
家
の
組
織
化

が
始
ま
り
、
一
九
七
七
年
秋
に
⽛
エ
コ
研
究
所
⽜
が
設
立
さ
れ
、
高
速
増
殖
炉
問
題
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
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第
2
節

再
処
理
工
場
計
画
―
連
邦
・
州
間
対
立
の
パ
タ
ー
ン
の
形
成

Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
政
権
の
性
格
や
反
原
発
運
動
、
お
よ
び
対
抗
専
門
家
組
織
の
登
場
に
加
え
て
、
高
速
増
殖
炉
の
政
治
過
程
を
規
定
し

た
重
要
な
文
脈
と
し
て
、
再
処
理
工
場
建
設
計
画
を
め
ぐ
っ
て
表
面
化
す
る
連
邦
と
州
の
緊
張
関
係
と
、
そ
れ
を
助
長
し
た
緑
の
党
の
登

場
に
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

再
処
理
工
場
建
設
計
画
が
紛
糾
す
る
き
っ
か
け
は
、
核
廃
棄
物
処
理
構
想
の
不
備
を
理
由
に
原
発
建
設
工
事
中
断
を
命
じ
た
ブ
ロ
ッ
ク

ド
ル
フ
原
発
訴
訟
判
決
（
一
九
七
七
年
二
月
九
日
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
、
連
邦
与
党
や
労
組
の
間
に
同
様
の
発
想
に
立
つ
議
論
が

浸
透
し
た
。
ま
ず
Ｄ
Ｇ
Ｂ
の
全
国
執
行
委
員
会
は
四
月
五
日
、⽛
原
子
力
と
環
境
保
護
⽜
と
題
し
た
宣
言
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
再

処
理
工
場
の
建
設
許
可
が
下
り
る
ま
で
、
建
設
中
原
発
の
運
転
や
新
規
原
発
の
建
設
は
認
可
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
項
目
が
含
ま
れ
て

い
た
。
Ｄ
Ｇ
Ｂ
の
提
案
に
続
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
四
月
二
八
～
二
九
日
、⽛
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
雇
用
、
生
活
の
質
⽜
と
題
し
た
会
議
を
ケ
ル
ン
で
開

い
た
。
こ
の
会
議
で
は
原
子
力
を
め
ぐ
っ
て
推
進
派
と
批
判
派
が
対
立
し
た
（
H
atch
1986：
90）。
党
内
の
原
子
力
推
進
派
は
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
首
相
を
頂
点
と
す
る
連
邦
政
府
閣
僚
や
、
石
炭
産
業
の
労
組
（
鉱
山
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
労
組
Ｉ
Ｇ
Ｂ
Ｅ
）
を
支
持
基
盤
と
す
る
Ｎ

Ｒ
Ｗ
州
選
出
の
連
邦
議
会
議
員
に
代
表
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
批
判
派
は
、
連
邦
党
副
議
長
コ
シ
ュ
ニ
ク
（
H
ansK
oschnik）
や
、
ブ
ラ

ン
ト
政
権
時
の
連
邦
開
発
援
助
相
エ
プ
ラ
ー
（
Erhard
Eppler）
率
い
る
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
（
以
下
、
Ｂ
Ｗ
）
州
Ｓ
Ｐ
Ｄ
、

ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
原
発
闘
争
を
抱
え
る
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
（
以
下
、
Ｓ
Ｈ
）
州
や
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
、
ハ

ン
ブ
ル
ク
や
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
議
会
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
に
代
表
さ
れ
る
（
M
ohr2001：
50）。
批
判
派
は
第
三
次
産
業
の
成
長
に
伴
う

新
中
間
層
の
台
頭
を
重
視
し
、
原
発
建
設
の
凍
結
や
省
エ
ネ
・
環
境
保
全
・
雇
用
創
出
を
同
時
に
追
求
す
る
⽛
質
的
成
長
⽜
を
強
調
し
た
。

Ｆ
Ｄ
Ｐ
内
部
で
も
外
務
・
経
済
・
内
務
・
農
業
の
閣
僚
を
中
心
と
し
た
原
発
推
進
派
と
、
原
発
建
設
凍
結
を
主
張
す
る
左
派
と
の
対
立
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が
表
面
化
し
た
。
六
月
下
旬
に
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
で
開
か
れ
た
同
党
執
行
委
員
会
で
は
、
新
規
原
発
の
認
可
条
件
と
し
て
、
高
レ
ベ

ル
核
廃
棄
物
の
中
間
貯
蔵
の
確
保
や
最
終
処
分
場
候
補
地
の
認
可
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
と
の
決
議
が
僅
差
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
原

子
力
産
業
ロ
ビ
ー
が
巻
き
返
し
を
図
る
。
一
一
月
に
キ
ー
ル
で
開
か
れ
た
Ｆ
Ｄ
Ｐ
党
大
会
の
決
議
は
、
連
邦
与
党
が
核
廃
棄
物
の
安
全
な

最
終
・
中
間
貯
蔵
施
設
の
確
保
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
認
定
す
れ
ば
、
新
規
原
発
の
建
設
を
認
め
る
立
場
を
打
ち
出
し
た
。

Ｓ
Ｐ
Ｄ
も
一
一
月
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
開
か
れ
た
党
大
会
決
議
で
、
石
炭
火
発
の
建
設
を
優
先
し
な
が
ら
も
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は

原
発
新
設
を
許
容
し
た
。
そ
の
前
提
は
核
廃
棄
物
総
合
処
理
セ
ン
タ
ー
（
Entsorgungszentrum
）
の
認
可
だ
が
、
貯
蔵
施
設
が
建
設
さ

れ
る
ま
で
は
、
使
用
済
核
燃
料
の
再
処
理
・
中
間
貯
蔵
を
外
国
に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
た
（
H
atch
1986：
87-94）。

連
邦
政
府
は
、
す
で
に
五
月
六
日
の
⽛
核
廃
棄
物
処
理
の
基
本
原
則
⽜
に
お
い
て
、
原
発
認
可
と
廃
棄
物
処
分
の
⽛
抱
き
合
わ
せ
⽜
を

規
定
す
る
と
と
も
に
（
O
ppeln
1989：
249）、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
の
選
択
肢
に
関
し
、
使
用
済
核
燃
料
の
再
処
理
路
線
の
採
用
を
原

則
的
に
確
認
し
、
再
処
理
な
き
使
用
済
核
燃
料
の
直
接
処
分
は
例
外
と
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
連
邦
政
府
は
さ
ら
に
、
与
党
内

に
妥
協
が
成
立
し
た
と
見
て
一
二
月
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
の
第
二
次
改
定
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
省
エ
ネ
や
石
炭
資
源
開
発
に
優
先
性
を

与
え
る
一
方
、
原
子
力
開
発
は
⽛
電
力
供
給
確
保
の
た
め
絶
対
的
に
必
要
⽜
な
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
と
位
置
づ
け
、
石
炭
産
業
と

原
子
力
産
業
の
妥
協
を
反
映
す
る
形
と
な
っ
た
。
前
回
改
定
時
に
明
記
さ
れ
た
数
値
目
標
は
消
え
、
付
録
に
一
九
八
五
年
の
原
子
力
発
電

量
二
四
〇
〇
万
kW
の
数
字
を
掲
載
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
原
発
建
設
や
運
転
の
認
可
条
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
を
定
式
化
し

た
（
H
atch
1986：
97-98）。
す
な
わ
ち
使
用
済
核
燃
料
の
再
処
理
実
施
に
向
け
た
準
備
措
置
（
国
内
外
の
中
間
貯
蔵
施
設
の
長
期
利
用

の
確
保
を
含
む
）
が
と
ら
れ
て
い
れ
ば
、
新
規
原
発
の
建
設
は
認
可
す
る
。
原
発
の
運
転
開
始
ま
で
行
く
に
は
、
総
合
処
理
セ
ン
タ
ー
の

第
一
次
部
分
認
可
か
、
国
外
で
の
使
用
済
核
燃
料
の
再
処
理
・
貯
蔵
の
確
保
の
い
ず
れ
か
が
条
件
と
さ
れ
た
。
こ
の
新
た
な
公
式
の
下
、

連
邦
政
府
は
再
処
理
工
場
と
最
終
処
分
場
を
集
中
立
地
さ
せ
た
総
合
処
理
セ
ン
タ
ー
構
想
の
具
体
化
を
急
い
だ
。
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連
邦
政
府
は
最
終
処
分
方
式
を
岩
塩
層
へ
の
埋
設
に
性
急
な
ま
で
に
決
定
し
、
一
九
七
六
年
一
一
月
に
は
、
岩
塩
層
が
唯
一
存
在
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
の
政
府
に
、
連
邦
政
府
が
選
定
し
た
複
数
の
候
補
地
の
中
か
ら
計
画
地
点
を
決
め
る
よ
う
促

し
て
い
た
。
州
首
相
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
（
ErnstA
lbrecht）
は
一
九
七
七
年
二
月
、
東
ド
イ
ツ
と
の
国
境
に
近
い
ゴ
ア
レ
ー
ベ
ン
に
決
め
た

こ
と
を
公
表
し
た
（
Rüdig
1990：
152-153）。
こ
こ
は
人
口
密
度
が
西
ド
イ
ツ
で
最
も
低
い
地
域
の
一
つ
で
あ
り
、
農
業
と
観
光
以
外

に
産
業
は
な
く
、
失
業
率
も
全
国
平
均
以
上
だ
っ
た
。
反
対
運
動
が
す
ぐ
に
立
ち
上
が
っ
た
が
、
連
邦
政
府
は
同
年
七
月
、
州
の
決
定
を

受
け
入
れ
た
。
そ
の
間
、
二
月
に
は
電
力
業
界
が
既
存
の
事
業
会
社
を
母
体
に
ド
イ
ツ
核
燃
料
再
処
理
会
社
（
Ｄ
Ｗ
Ｋ
）
を
設
立
し
た
。

Ｄ
Ｗ
Ｋ
は
同
州
政
府
に
再
処
理
工
場
建
設
の
第
一
次
部
分
認
可
を
申
請
し
た
。
ま
た
連
邦
内
務
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
Ｒ
Ｓ
Ｋ
（
原
子
炉

安
全
委
員
会
）
と
Ｓ
Ｓ
Ｋ
は
一
〇
月
に
総
合
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
廃
棄
物
処
分
構
想
に
肯
定
的
な
判
断
を
下
し
た
。
さ
ら
に
連
邦
物
理

工
学
研
究
所
（
Ｐ
Ｔ
Ｂ
）
も
一
一
月
、
立
地
適
性
を
検
査
す
る
た
め
の
試
掘
の
許
可
を
州
政
府
に
申
請
し
た
。
国
内
中
間
貯
蔵
施
設
と
し

て
は
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
ア
ー
ハ
ウ
ス
付
近
が
選
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
Ｄ
Ｗ
Ｋ
は
フ
ラ
ン
ス
核
燃
料
公
社
コ
ジ
ェ
マ
と
、
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九

八
四
年
ま
で
の
間
に
ド
イ
ツ
の
原
発
か
ら
発
生
す
る
使
用
済
核
燃
料
の
う
ち
、
約
一
七
〇
五
ト
ン
の
貯
蔵
と
再
処
理
を
委
託
す
る
契
約
を

締
結
し
た
。
こ
う
し
て
原
発
新
設
認
可
の
前
提
条
件
は
満
た
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
た
。

し
か
し
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
一
九
七
八
年
六
月
の
州
議
会
選
挙
へ
の
影
響
を
恐
れ
、
試
掘
の
承
認
を
引
き
延
ば
し
た
。
こ
の
選
挙
で
は
Ｃ

Ｄ
Ｕ
が
単
独
過
半
数
を
確
保
し
た
一
方
、
緑
の
党
の
前
身
と
な
る
⽛
緑
の
リ
ス
ト
環
境
保
護
⽜（
Ｇ
Ｌ
Ｕ
）
が
、
議
席
獲
得
は
な
ら
な
か
っ

た
も
の
の
ゴ
ア
レ
ー
ベ
ン
周
辺
な
ど
で
票
を
伸
ば
し
た
。
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
住
民
と
の
直
接
交
渉
を
試
み
た
上
で
、
総
合
処
理
セ
ン
タ
ー

計
画
の
安
全
性
に
限
っ
て
評
価
を
行
う
独
立
の
国
際
専
門
家
会
議
の
招
集
を
決
め
た
（
H
atch
1986：
110-115）。

参
考
に
さ
れ
た
の
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
政
府
の
⽛
原
子
力
情
報
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
⽜
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
ツ
ヴ
ェ
ン

テ
ン
ド
ル
フ
原
発
に
反
対
す
る
運
動
を
受
け
、
設
置
さ
れ
た
（
政
治
家
を
除
く
）
公
衆
や
専
門
家
の
討
議
の
場
で
あ
り
、
原
子
力
に
つ
い
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て
の
論
争
点
を
網
羅
し
、
原
子
力
の
推
進
・
反
対
両
派
に
対
等
な
発
言
権
を
与
え
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
た
。
一
九
七
六
年
一
〇
月
か
ら
一

九
七
七
年
三
月
に
か
け
、
八
都
市
で
合
計
一
〇
回
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
。
政
府
の
意
図
は
、⽛
客
観
的
⽜
な
情
報
の
提
供
に

基
づ
く
公
開
討
議
に
よ
り
、
原
子
力
の
必
要
性
を
公
衆
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
反
対
派
は
、
政
府
に
よ
る
議
題
設
定
の

仕
方
が
社
会
的
・
政
治
的
論
点
を
軽
視
し
、
ま
た
討
議
に
参
加
す
る
六
五
人
の
専
門
家
に
お
け
る
推
進
派
と
反
対
派
の
比
率
が
四
六
対
一

九
で
不
公
平
だ
と
批
判
し
た
。
そ
れ
で
も
反
対
派
は
、
議
論
を
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
議
題
に
限
定
さ
せ
ず
、
パ
ネ
ル
討
論
の
議
長
を
交

替
さ
せ
、
討
議
に
合
わ
せ
て
原
発
反
対
デ
モ
を
組
織
し
た
。
反
対
派
は
討
議
の
場
を
攪
乱
し
て
い
る
と
否
定
的
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
も
の
の
、
世
論
は
変
化
し
、
一
九
七
七
年
の
世
論
調
査
で
は
原
子
力
の
放
棄
を
求
め
る
者
が
発
電
の
た
め
な
ら
危
険
も
受
け
入
れ

る
者
を
上
回
っ
た
（
Preglau
1994：
51-52）。

こ
う
し
た
経
緯
を
承
知
の
上
で
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
政
府
は
一
九
七
八
年
四
月
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
情
報
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
責
任

者
を
務
め
た
行
政
官
で
物
理
学
者
の
ヒ
ル
シ
ュ
（
H
elm
utH
irsch）
を
ゴ
ア
レ
ー
ベ
ン
国
際
評
価
会
議
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
任
命

し
た
（
6
）。
彼
は
市
民
団
体
か
ら
の
助
言
に
基
づ
き
専
門
家
パ
ネ
ル
を
組
織
し
た
。
米
国
の
⽛
ソ
フ
ト
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
⽜
専
門
家
ロ
ヴ
ィ
ン
ズ

（
A
m
ory
B.Lovins）
を
含
む
反
対
派
二
五
名
（
う
ち
ド
イ
ツ
人
五
名
（
7
））、
推
進
・
中
間
派
三
七
名
（
8
）が
参
加
し
た
（
H
atzfeldtetal.1988）。

会
議
の
初
会
合
は
一
九
七
八
年
九
月
に
州
都
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
持
た
れ
、
会
議
の
締
め
く
く
り
は
一
九
七
九
年
三
月
二
八
日
か
ら
六
日
間

に
わ
た
り
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
だ
っ
た
。

し
か
し
三
月
一
四
日
に
試
掘
作
業
が
開
始
さ
れ
、
抗
議
行
動
を
呼
び
起
こ
し
た
。
三
月
末
、
米
国
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
（
Ｔ
Ｍ
Ｉ
）
原
発

事
故
が
発
生
す
る
中
、
当
時
と
し
て
は
西
ド
イ
ツ
史
上
最
大
の
十
万
人
が
参
加
す
る
反
原
発
抗
議
集
会
が
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
行
わ
れ
、
農

民
が
運
転
す
る
三
五
〇
台
の
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
デ
モ
を
出
迎
え
た
。
五
月
一
六
日
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
全
国
テ
レ
ビ
中
継
さ
れ
た
記
者

会
見
の
中
で
、
総
合
処
理
セ
ン
タ
ー
構
想
に
つ
い
て
⽛
こ
れ
だ
け
大
き
な
論
争
が
起
き
て
い
る
の
で
、（
政
治
的
に
）
実
行
可
能
で
は
な
い
⽜
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と
述
べ
た
。
州
政
府
に
拒
否
さ
れ
、
連
邦
首
相
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
操
業
・
建
設
・
計
画
中
の
原
発
を
抱
え
る
八
州
の
首
相
と
協
議
し
、
一
九

八
〇
年
三
月
、
再
処
理
と
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
新
し
い
基
本
原
則
に
合
意
し
た
。
ゴ
ア
レ
ー
ベ
ン
を
最
終
処
分
場
や
中
間
貯
蔵
場
の
予

定
地
と
す
る
が
、
別
地
点
に
小
規
模
の
再
処
理
工
場
を
建
設
し
な
が
ら
、
再
処
理
な
き
使
用
済
核
燃
料
の
直
接
最
終
処
分
と
い
う
路
線
の

検
討
も
始
め
る
方
向
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
（
中
内
1980：
29-32）。

こ
の
方
針
転
換
で
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
原
子
力
政
治
過
程
の
土
俵
が
引
か
れ
た
。
ゴ
ア
レ
ー
ベ
ン
で
は
中
間
貯
蔵
施
設
の
設
置
許
可

が
一
九
八
二
年
一
月
に
出
さ
れ
、
一
九
八
四
年
に
完
成
す
る
が
、
そ
の
後
十
年
間
に
わ
た
り
、
使
用
済
核
燃
料
の
搬
入
は
度
重
な
る
抗
議

行
動
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
。
よ
う
や
く
一
九
九
四
年
か
ら
強
行
さ
れ
た
搬
入
は
、
大
規
模
な
阻
止
行
動
を
呼
び
起
こ
し
た
。
ま
た
再
処
理

工
場
計
画
は
規
模
が
縮
小
さ
れ
、
最
終
的
に
候
補
地
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
ヴ
ァ
ッ
カ
ー
ス
ド
ル
フ
に
絞
ら
れ
、
反
対
派
住
民
と
警
察
の
激
し

い
衝
突
を
招
い
た
末
に
一
九
八
九
年
、
建
設
が
放
棄
さ
れ
る
。
さ
ら
に
再
処
理
な
き
直
接
最
終
処
分
の
選
択
肢
は
一
九
九
四
年
の
原
子
力

法
改
正
で
可
能
に
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
の
赤
緑
連
立
政
権
と
電
力
業
界
の
脱
原
発
合
意
（
再
処
理
の
放
棄
含
む
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

さ
し
あ
た
り
高
速
増
殖
炉
の
政
治
過
程
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
原
子
力
施
設
の
立
地
手
続
き
と
い
う
原
子
力
政
策
の
執
行
段
階
に

お
け
る
州
政
府
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
的
位
置
の
明
確
化
で
あ
る
。
政
党
間
競
争
や
連
邦
・
州
間
紛
争
が
助
長
さ
れ
る
と
同
時
に
、
協
力

も
強
制
さ
れ
る
⽛
大
連
立
国
家
⽜（
Schm
idt2011）
な
い
し
⽛
交
渉
民
主
制
⽜（
Lehm
bruch
2000）
の
側
面
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、

連
邦
と
州
の
与
党
が
異
な
る
と
き
に
、
特
に
強
ま
る
。
連
邦
の
原
子
力
政
策
に
対
す
る
州
の
態
度
は
、
他
党
と
の
競
争
の
中
で
州
議
会
で

の
議
席
や
州
与
党
の
地
位
を
守
る
必
要
が
強
ま
る
と
、
一
層
非
協
力
的
に
な
る
。
州
レ
ベ
ル
の
競
争
政
治
が
連
邦
政
府
に
と
っ
て
は
州
と

の
交
渉
を
強
要
す
る
交
渉
政
治
の
側
面
が
強
ま
る
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
緑
の
党
の
登
場
も
政
党
間
競
争
を
強
め
た
。
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第
3
節

高
速
増
殖
炉
の
建
設

こ
こ
か
ら
は
高
速
増
殖
炉
の
政
治
過
程
を
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
西
ド
イ
ツ
の
初
期
の
原
子
力
計
画
は
、
五
つ
の
異
な
る
炉
型
を
同

時
並
行
的
に
開
発
す
る
も
の
で
、
重
点
は
独
自
開
発
の
重
水
炉
と
米
国
型
軽
水
炉
に
あ
っ
た
。
高
速
増
殖
炉
は
こ
れ
ら
⽛
第
一
世
代
原
子

炉
⽜
の
後
に
開
発
さ
れ
る
先
進
原
子
炉
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
中
で
高
速
増
殖
炉
を
早
く
か
ら
提
唱

し
て
い
た
の
は
一
九
五
六
年
七
月
に
設
立
さ
れ
た
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
原
子
力
研
究
セ
ン
タ
ー
（
Ｋ
Ｆ
Ｋ
）
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
は
当
初
、

産
業
界
五
〇
％
、
政
府
五
〇
％
（
連
邦
三
〇
％
、
Ｂ
Ｗ
州
二
〇
％
）
で
出
資
し
た
会
社
を
通
じ
て
運
営
さ
れ
、
重
要
な
意
思
決
定
は
運
営

会
社
の
監
督
役
会
（
化
学
企
業
ヘ
キ
ス
ト
や
バ
ー
デ
ン
電
力
、
ジ
ー
メ
ン
ス
な
ど
の
大
企
業
か
ら
五
名
、
連
邦
、
州
、
大
学
、
労
組
代
表

で
構
成
）
が
行
っ
て
い
た
。
や
が
て
研
究
の
規
模
と
そ
の
財
政
負
担
の
拡
大
に
消
極
的
な
産
業
界
は
手
を
引
き
、
一
九
六
四
年
一
月
に
は

連
邦
と
州
が
三
対
一
の
割
合
で
負
担
す
る
会
社
に
運
営
が
集
約
さ
れ
た
。
原
子
炉
の
設
計
へ
の
Ｋ
Ｆ
Ｋ
の
影
響
力
増
大
を
警
戒
す
る
産
業

界
は
、
高
速
増
殖
炉
構
想
に
つ
い
て
も
慎
重
だ
っ
た
。
原
子
力
委
員
会
の
意
思
決
定
を
主
導
し
て
い
た
⽛
原
子
炉
⽜
部
会
も
一
九
六
〇
年

一
二
月
、
三
年
以
内
と
い
う
期
限
を
切
っ
て
高
速
増
殖
炉
開
発
を
容
認
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
高
速
増
殖
炉
は
研

究
開
発
の
ト
ッ
プ
に
躍
り
出
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
米
国
が
先
行
し
て
開
発
し
て
い
た
高
速
増
殖
炉
へ
の
国
際
的
関
心
の
高
ま
り
、
特
に

ユ
ー
ラ
ト
ム
（
欧
州
原
子
力
共
同
体
）
の
関
心
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

ユ
ー
ラ
ト
ム
は
一
九
五
八
年
一
月
、
独
仏
伊
ベ
ネ
ル
ク
ス
が
前
年
結
ん
だ
条
約
に
基
づ
き
発
足
し
た
。
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
を
モ
デ

ル
に
し
た
部
門
別
の
欧
州
統
合
の
試
み
で
あ
る
。
原
子
力
研
究
に
お
け
る
米
英
ソ
連
に
対
す
る
遅
れ
を
西
欧
諸
国
の
協
力
に
よ
っ
て
挽
回

す
る
こ
と
も
狙
い
だ
っ
た
。
ユ
ー
ラ
ト
ム
の
役
割
は
原
子
力
産
業
の
条
件
整
備
に
あ
っ
た
が
、
各
国
原
子
力
産
業
・
市
場
に
介
入
す
る
た

め
の
法
的
・
財
政
的
手
段
を
欠
き
、
第
三
国
と
の
協
定
締
結
と
研
究
協
力
の
調
整
・
助
成
に
限
ら
れ
た
。
一
九
五
九
年
に
ユ
ー
ラ
ト
ム
の
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委
員
会
は
高
速
増
殖
炉
開
発
を
欧
州
共
同
事
業
の
枠
内
で
調
整
・
加
速
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
五
七
年
か
ら
ラ
プ
ソ

デ
ィ
ー
実
験
施
設
の
建
設
で
先
行
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
他
国
か
ら
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
に
乏
し
く
、
共
同
事
業
に
否
定
的
だ
っ
た
。

一
方
、
西
ド
イ
ツ
は
外
務
省
と
連
邦
首
相
の
意
向
で
ユ
ー
ラ
ト
ム
設
立
に
同
意
し
た
が
、
ユ
ー
ラ
ト
ム
が
発
足
す
る
と
、
対
ユ
ー
ラ
ト
ム

政
策
は
原
子
力
省
が
管
轄
し
、
ユ
ー
ラ
ト
ム
の
権
限
と
仏
・
ベ
ル
ギ
ー
の
影
響
力
を
牽
制
す
る
政
策
を
と
り
、
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
タ
リ
ア
の

支
持
を
受
け
た
。
結
局
、
ユ
ー
ラ
ト
ム
は
各
国
別
々
の
高
速
増
殖
炉
開
発
を
容
認
し
て
、
財
政
支
援
に
の
み
関
与
す
る
方
向
に
後
退
し
た

（
K
eck
1984：
93-103）。

そ
の
上
で
ユ
ー
ラ
ト
ム
が
ゼ
ロ
出
力
高
速
臨
界
実
験
施
設
と
い
う
ス
キ
マ
事
業
を
提
案
す
る
と
、
財
政
支
援
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
各
国

の
綱
引
き
が
始
ま
り
、ド
イ
ツ
で
も
高
速
増
殖
炉
が
急
激
に
研
究
開
発
の
中
心
に
躍
り
出
た
。
Ｋ
Ｆ
Ｋ
の
監
督
役
会
は
一
九
六
一
年
五
月
、

高
速
増
殖
炉
開
発
の
重
点
化
を
決
め
、
一
九
六
二
年
に
は
Ｋ
Ｆ
Ｋ
の
中
核
業
務
と
宣
言
し
た
。
一
九
六
三
年
五
月
の
ユ
ー
ラ
ト
ム
協
力
協

定
（
A
ssoziationsverträge）
締
結
に
伴
い
、
Ｋ
Ｆ
Ｋ
の
高
速
増
殖
炉
事
業
は
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
六
七
年
末
ま
で
に
一
億
八
五
〇
〇

DM
の
予
算
を
承
認
さ
れ
、
そ
の
四
〇
％
は
ユ
ー
ラ
ト
ム
が
負
担
し
た
。
高
速
増
殖
炉
事
業
は
、
Ｋ
Ｆ
Ｋ
の
活
動
を
著
し
く
拡
大
し
、
事
業

に
直
接
雇
用
さ
れ
た
科
学
者
・
技
術
者
の
数
は
一
九
六
二
年
の
一
五
〇
人
か
ら
一
九
六
六
年
の
四
〇
〇
人
に
増
加
し
た
。
結
局
、
実
験
施

設
は
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
と
仏
の
カ
ダ
ラ
ッ
シ
ュ
に
一
つ
ず
つ
作
ら
れ
、
ユ
ー
ラ
ト
ム
は
そ
れ
ら
を
助
成
す
る
と
と
も
に
、
米
国
か
ら
三
〇

〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
調
達
し
て
両
国
に
等
分
に
分
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
欧
州
高
速
増
殖
炉
開
発
の
一
層
の
分
散
を
防

ぐ
た
め
、
ユ
ー
ラ
ト
ム
は
ベ
ル
ギ
ー
と
オ
ラ
ン
ダ
に
独
仏
い
ず
れ
か
と
の
共
同
を
義
務
付
け
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
協
力
に
否
定
的
だ
っ
た
の

に
対
し
、
ド
イ
ツ
は
前
向
き
だ
っ
た
。
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
高
速
臨
界
実
験
施
設
（
Ｓ
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｋ
）
は
三
国
共
同
の
枠
組
み
で
一
九
六
六

年
に
設
置
さ
れ
た
。

ユ
ー
ラ
ト
ム
の
助
成
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
原
子
力
計
画
に
お
け
る
優
先
順
位
は
入
れ
替
わ
り
、
高
速
増
殖
炉
は
他
の
ど
の
炉
型
よ
り
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も
多
い
助
成
金
を
獲
得
し
た
。
当
時
の
政
府
の
公
式
の
原
子
力
政
策
は
外
国
に
対
す
る
第
一
世
代
原
発
（
軽
水
炉
、
重
水
炉
、
ガ
ス
黒
鉛

炉
）
開
発
の
遅
れ
の
挽
回
に
目
標
を
お
い
て
い
た
が
、
実
際
に
は
一
九
五
六
～
六
七
年
の
期
間
、
連
邦
の
原
子
炉
開
発
予
算
の
三
一
％
が

高
速
増
殖
炉
に
つ
ぎ
込
ま
れ
、後
に
ド
イ
ツ
の
原
発
の
標
準
と
な
る
加
圧
水
型
軽
水
炉（
Ｐ
Ｗ
Ｒ
）に
は
五
％
未
満
し
か
向
け
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
も
経
済
性
は
十
分
分
析
さ
れ
な
い
ま
ま
、
高
速
増
殖
炉
開
発
は
原
子
力
省
に
よ
り
、
ユ
ー
ラ
ト
ム
へ
の
ド
イ
ツ
の
負
担
金
を
ド

イ
ツ
の
原
子
力
研
究
に
還
流
さ
せ
る
目
的
の
た
め
に
進
め
ら
れ
た
。
原
子
炉
製
造
企
業
も
、
原
子
力
技
術
者
が
不
足
す
る
中
、
外
国
へ
の

優
秀
な
人
材
の
流
出
を
危
惧
し
て
お
り
、
Ｋ
Ｆ
Ｋ
か
ら
実
験
施
設
の
設
計
・
建
設
を
受
注
で
き
た
の
で
、
高
速
増
殖
炉
へ
の
優
先
助
成
に

異
を
唱
え
な
か
っ
た
（
K
eck
1984：
106-108,110）。

Ｋ
Ｆ
Ｋ
は
や
は
り
一
九
六
六
年
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
冷
却
材
に
使
用
す
る
経
験
を
積
む
た
め
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
・
低
濃
縮
ウ
ラ
ン
燃
料

実
験
炉
（
Ｋ
Ｎ
Ｋ
）
建
設
を
決
定
し
、
連
邦
政
府
の
建
設
費
用
負
担
の
下
、
イ
ン
タ
ー
ア
ト
ム
社
に
よ
っ
て
研
究
所
内
に
建
設
さ
れ
た
。

Ｋ
Ｎ
Ｋ
は
一
九
七
一
年
末
か
ら
発
電
を
開
始
し
、
バ
ー
デ
ン
電
力
の
子
会
社
が
経
営
に
当
た
っ
た
。
Ｋ
Ｎ
Ｋ
は
そ
の
後
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

増
殖
実
験
炉
Ｋ
Ｎ
Ｋ
-II
に
改
造
さ
れ
、
一
九
七
八
年
に
運
転
を
再
開
し
た
。

ユ
ー
ラ
ト
ム
は
一
九
六
五
年
春
に
原
型
炉
の
共
同
開
発
に
つ
い
て
も
提
案
を
始
め
た
。
一
九
六
六
年
前
半
に
三
国
政
府
間
で
積
極
姿
勢

が
確
認
さ
れ
た
。
西
ド
イ
ツ
政
府
の
積
極
姿
勢
は
経
済
的
・
技
術
的
理
由
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
高
速
増
殖
炉
市
場
の
拡
大
が
見
込
ま
れ

る
面
も
あ
っ
た
が
、
三
国
共
同
事
業
で
費
用
は
安
く
な
ら
ず
、
三
国
企
業
間
の
摩
擦
も
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
政
治
的
理
由
の
方
が
重
要

で
あ
り
、
こ
れ
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
利
用
事
業
を
外
国
と
の
共
同
で
行
う
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
核
武
装
の
意
図
へ
の
疑
念
を
払
拭
す
る
こ
と

や
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
（
核
不
拡
散
条
約
）
を
め
ぐ
る
論
議
が
非
核
兵
器
国
西
ド
イ
ツ
の
原
子
力
産
業
に
不
利
に
な
る

の
を
防
ぐ
こ
と
、
さ
ら
に
欧
州
統
合
へ
の
ド
イ
ツ
の
努
力
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
K
eck
1984：
132-133）。

三
カ
国
政
府
は
一
九
六
七
年
に
公
式
の
覚
書
で
原
型
炉
の
共
同
建
設
を
宣
言
す
る
。
翌
一
九
六
八
年
に
は
覚
書
の
実
施
指
針
が
定
め
ら
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れ
た
。
こ
れ
ら
の
政
府
間
協
定
に
基
づ
き
、
製
造
企
業
間
で
も
関
係
が
構
築
さ
れ
る
。
一
九
六
八
年
一
月
、

ジ
ー
メ
ン
ス
、
ベ
ル
ゴ
ヌ
ク
レ
ー
ル
、
お
よ
び
ネ
ラ
ト
ー
ム
は
協
力
協
定
を
結
び
、⽛
Ｓ
Ｎ
Ｒ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア

ム
⽜
を
形
成
し
た
。
ネ
ラ
ト
ー
ム
は
造
船
や
ポ
ン
プ
製
造
、
重
機
械
製
造
の
大
企
業
を
含
む
オ
ラ
ン
ダ
の
諸

企
業
が
出
資
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
事
業
所
で
あ
り
、
高
速
増
殖
炉
の
部
品
開
発
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
五
％
と
ナ

ト
リ
ウ
ム
冷
却
材
全
体
）
を
行
う
親
会
社
間
や
独
・
ベ
ル
ギ
ー
企
業
と
の
調
整
を
担
う
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の

四
〇
％
と
核
燃
料
の
四
〇
％
の
供
給
を
担
当
す
る
ベ
ル
ゴ
ヌ
ク
レ
ー
ル
は
、
鉱
山
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
ユ
ニ
オ

ン
・
ミ
ニ
エ
ー
ル
が
大
株
主
で
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
国
庫
か
ら
の
研
究
開
発
契
約
を
最
大
の
収
入
源

と
し
て
お
り
、
一
九
七
一
年
に
ベ
ル
ギ
ー
政
府
が
株
式
保
有
率
を
五
〇
％
に
高
め
た
。
イ
ン
タ
ー
ア
ト
ム
は

設
計
の
他
、
部
品
の
性
能
試
験
・
開
発
も
行
い
、
原
子
炉
部
品
の
製
造
は
下
請
け
に
出
し
た
。
核
燃
料
の
残

り
の
部
分
は
ヌ
ー
ケ
ム
（
Ｒ
Ｗ
Ｅ
な
ど
の
子
会
社
）
と
ジ
ー
メ
ン
ス
の
共
同
子
会
社
で
あ
る
ア
ル
ケ
ム
社
が

担
当
し
た
。
一
九
六
九
年
、
ジ
ー
メ
ン
ス
は
イ
ン
タ
ー
ア
ト
ム
の
多
数
株
式
を
取
得
し
、
さ
ら
に
子
会
社
Ｋ

Ｗ
Ｕ
の
一
〇
〇
％
子
会
社
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
高
速
増
殖
炉
関
連
活
動
を
移
し
た
（
9
）。
Ｓ
Ｎ
Ｒ
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
は
一
九
七
二
年
、
国
際
ナ
ト
リ
ウ
ム
増
殖
炉
建
設
会
社
（
Ｉ
Ｎ
Ｂ
）
に
改
組
さ
れ
た
（
イ
ン
タ
ー

ア
ト
ム
七
〇
％
、
ベ
ル
ゴ
ヌ
ク
レ
ー
ル
と
ネ
ラ
ト
ー
ム
各
一
五
％
）。
建
屋
だ
け
は
建
設
会
社
の
コ
ン
ソ
ー

シ
ア
ム
が
受
注
し
た
。

Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
建
設
運
転
に
は
グ
ン
ト
レ
ミ
ン
ゲ
ン
、
リ
ン
ゲ
ン
、
お
よ
び
オ
ー
ブ
リ
ッ
ヒ
ハ
イ
ム
の

三
つ
の
軽
水
実
証
炉
と
同
様
、
建
設
運
転
事
業
主
と
し
て
電
力
会
社
の
共
同
事
業
体
が
国
庫
助
成
の
受
け
皿

と
な
り
、
西
ド
イ
ツ
最
大
の
電
力
会
社
Ｒ
Ｗ
Ｅ
、
ベ
ル
ギ
ー
の
発
電
会
社
の
共
同
子
会
社
シ
ナ
ト
ム
（
10
）、
オ
ラ
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ン
ダ
の
電
力
会
社
の
共
同
体
Ｓ
Ｅ
Ｐ
で
構
成
さ
れ
た
。
一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
日
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
建
設
運
転

に
必
要
な
準
備
作
業
（
特
に
融
資
、
交
渉
、
認
可
手
続
き
に
伴
う
発
注
）
を
行
う
会
社
を
設
立
し
た
が
、
こ
れ
を
引
き
継
い
で
一
九
七
二

年
一
月
二
七
日
に
高
速
増
殖
炉
の
建
設
運
転
事
業
会
社
Ｓ
Ｂ
Ｋ
が
設
立
さ
れ
た
。
Ｓ
Ｂ
Ｋ
の
資
本
金
の
う
ち
、Ｒ
Ｗ
Ｅ
が
八
四
〇
〇
万
DM
、

シ
ナ
ト
ム
と
Ｓ
Ｅ
Ｐ
が
各
一
八
〇
〇
万
DM
を
負
担
し
た
。
着
工
後
の
一
九
七
三
年
五
月
、
英
国
電
力
公
社
（
Ｃ
Ｅ
Ｇ
Ｂ
）
が
二
〇
〇
万
DM

の
負
担
で
資
本
参
加
し
た
（
出
資
比
率
は
Ｒ
Ｗ
Ｅ
六
八
･八
％
、
シ
ナ
ト
ム
と
Ｓ
Ｅ
Ｐ
各
一
四
･八
％
、
Ｃ
Ｅ
Ｇ
Ｂ
一
･六
％
）。
全
体
と
し

て
建
設
運
転
に
は
費
用
の
大
部
分
を
負
担
す
る
政
府
主
導
で
多
数
の
契
約
が
締
結
さ
れ
、
あ
る
い
は
法
的
拘
束
力
の
あ
る
宣
言
が
出
さ
れ

た
。
電
力
会
社
も
建
設
費
用
や
損
失
の
一
部
（
上
限
一
億
二
〇
〇
〇
万
DM
）
を
負
担
す
る
⽛
リ
ス
ク
分
担
契
約
⽜
に
合
意
し
た
。

公
式
の
建
設
手
続
き
は
以
下
の
よ
う
に
進
行
し
た
。
一
九
六
九
年
一
二
月
三
一
日
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
は
経
済
省
に
構
想
を
提

出
。
し
か
し
認
可
官
庁
と
建
設
運
転
事
業
主
（
電
力
会
社
）
が
本
質
的
変
更
（
後
述
）
を
要
求
し
た
た
め
着
工
が
遅
れ
る
。
こ
れ
ら
の
変

更
の
最
も
重
要
な
点
を
考
慮
し
た
安
全
報
告
書
は
一
九
七
一
年
六
月
に
認
可
官
庁
に
提
出
さ
れ
た
。
連
邦
教
育
科
学
省
の
諮
問
諸
機
関
の

う
ち
、
ま
ず
高
速
増
殖
炉
事
業
委
員
会
（
一
九
六
六
年
設
置
）
は
一
九
七
一
年
一
〇
月
二
五
日
、
事
業
が
着
工
可
能
と
判
断
。
ま
た
原
子

力
委
員
会
の
⽛
原
子
炉
⽜
部
会
は
一
九
七
一
年
一
〇
月
二
八
日
、
事
業
が
助
成
に
値
す
る
と
判
断
し
、
で
き
る
だ
け
迅
速
な
着
工
を
勧
告
。

三
カ
国
の
政
府
合
同
委
員
会
は
一
九
七
二
年
三
月
七
日
、
建
設
を
正
式
に
決
定
。
Ｓ
Ｂ
Ｋ
は
三
月
二
三
日
、
二
つ
の
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に

第
一
期
工
事
を
発
注
。
六
月
二
一
・
二
二
日
、
Ｒ
Ｓ
Ｋ
は
安
全
構
想
へ
の
全
般
的
同
意
を
表
明
。
一
一
月
一
〇
日
、
供
給
契
約

（
Liefervertag）
が
結
ば
れ
る
。
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
認
可
官
庁
は
第
一
次
部
分
認
可
を
一
九
七
二
年
一
二
月
二
二
日
に
出
す
。
一
九
七
三
年
四

月
二
四
日
に
カ
ル
カ
ー
に
近
い
ラ
イ
ン
川
左
岸
の
土
地
で
着
工
し
た
（
K
eck
1984：
188-195,212）

し
か
し
高
速
増
殖
炉
の
特
別
の
危
険
性
の
た
め
、
認
可
官
庁
は
設
計
の
本
質
的
変
更
を
要
求
し
た
た
め
、
遅
れ
を
も
た
ら
し
た
。
当
初

の
安
全
哲
学
は
原
子
炉
の
損
傷
の
防
止
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
さ
ら
に
、
炉
心
損
傷
時
で
も
放
射
能
を
封
じ
込
め
る
た
め
、
圧
力
容
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器
と
格
納
容
器
の
耐
久
性
強
化
を
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
炉
心
が
メ
ル
ト
ス
ル
ー
を
起
こ
し
た
場
合
、
圧
力
容
器
の
下
に
溶
け
落
ち
た
炉
心

を
受
け
と
め
、
再
臨
界
を
防
ぎ
、
十
分
に
冷
却
す
る
た
め
の
装
備
も
求
め
ら
れ
た
。
一
次
冷
却
系
の
規
格
も
、
主
冷
却
系
配
管
や
他
の
部

品
の
破
断
時
に
冷
却
材
が
十
分
残
り
、
三
つ
の
冷
却
系
の
一
つ
か
緊
急
冷
却
系
が
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
た
。
冷
却
材
中

に
生
じ
る
気
泡
が
炉
心
内
に
浸
入
し
て
原
子
炉
損
傷
に
つ
な
が
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
気
泡
除
去
装
置
の
設
計
も
求
め
ら
れ
た
。
加
え
て
、

高
速
増
殖
炉
の
み
な
ら
ず
原
発
全
般
に
つ
い
て
安
全
・
環
境
要
件
が
強
化
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
ラ
イ
ン
川
の
熱
汚
染
を
減
ら
す
た
め
の
冷

却
塔
設
置
や
、
航
空
機
墜
落
対
策
の
強
化
（
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
タ
ー
級
に
代
わ
っ
て
フ
ァ
ン
ト
ム
級
戦
闘
機
の
墜
落
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と
）、

さ
ら
に
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
（
破
壊
行
為
）
対
策
の
強
化
が
求
め
ら
れ
た
。

電
力
会
社
か
ら
の
要
求
も
建
設
費
用
増
大
と
着
工
の
遅
れ
を
も
た
ら
し
た
。⽛
原
型
炉
⽜
は
、
一
般
に
そ
の
次
の
段
階
と
さ
れ
る
⽛
実
証

炉
⽜
も
含
め
て
広
義
の
⽛
実
証
施
設
⽜
に
分
類
さ
れ
る
が
、
何
を
実
証
す
る
の
か
は
場
合
に
よ
り
異
な
る
。
ド
イ
ツ
の
電
力
業
界
は
二
種

類
の
実
証
を
区
別
し
て
い
た
。
第
一
に
、
発
電
の
商
業
利
用
可
能
性
は
運
転
の
信
頼
性
、
つ
ま
り
点
検
や
燃
料
交
換
、
故
障
に
よ
る
停
止

が
頻
繁
に
起
き
な
い
こ
と
を
指
す
。
第
二
に
、
発
電
の
商
業
化
、
す
な
わ
ち
費
用
上
の
競
争
力
・
経
済
性
の
有
無
で
あ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐

⚐
の
目
的
は
、
①
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
高
速
炉
の
第
一
の
意
味
（
商
業
利
用
可
能
性
）
の
実
証
に
あ
っ
た
た
め
、
第
二
の
意
味
（
発
電
費
用

の
経
済
性
）
は
充
た
さ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
し
か
し
②
出
力
三
〇
〇
MW
と
は
い
え
、
将
来
の
一
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
MW
級
大
型
実
証
炉

の
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
役
目
も
負
っ
て
お
り
、
大
型
実
証
炉
と
似
た
構
造
や
部
品
の
採
用
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
原
子
力

官
庁
の
内
部
認
可
手
続
き
の
み
を
受
け
た
英
仏
の
原
型
炉
と
異
な
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
は
商
業
用
原
発
と
同
じ
認
可
手
続
き
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
点
に
加
え
て
、
膨
張
傾
向
に
あ
っ
た
費
用
を
抑
え
る
た
め
の
設
計
変
更
も
費
用
増
大
を
か
え
っ
て
招
い
た
。

最
も
本
質
的
な
変
更
は
炉
心
の
設
計
変
更
で
あ
る
。
核
燃
料
企
業
が
当
初
提
示
し
た
価
格
が
あ
ま
り
に
高
か
っ
た
の
で
、電
力
会
社
は
、

将
来
の
二
回
の
燃
料
交
換
後
に
燃
料
棒
の
直
径
を
六
ミ
リ
か
ら
七
･六
ミ
リ
に
拡
大
す
る
こ
と
で
製
造
費
用
を
二
〇
％
節
約
可
能
と
い
う
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核
燃
料
企
業
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
。
た
だ
し
こ
の
変
更
に
よ
り
、
出
力
密
度
が
低
下
す
る
の
で
、
そ
れ

を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
炉
心
中
の
核
分
裂
部
分
の
拡
大
と
増
殖
用
の
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
部
分
の
縮
小
を
あ

ら
か
じ
め
行
う
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
最
初
の
一
二
年
間
の
運
転
期
間
に
お
け
る
損
失
を
約
二
億

DM
削
減
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
に
伴
い
、
燃
料
増
殖
率
は
一
前
後
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
増
殖
し
な
い
こ
と

に
な
り
、
Ｐ
Ｒ
上
は
印
象
が
悪
く
な
っ
た
。
た
だ
し
実
証
の
目
的
は
最
大
限
の
増
殖
率
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
建
設
費
用
は
着
工
前
か
ら
膨
張
傾
向
を
示
し
た
。
一
九
六
九
年
一
二
月
八
日
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
は
費
用
を
五
億
五
〇
〇
〇
万
DM
（
初
炉
心
と
施
行
者
諸
経
費
を
除
く
）
と
す
る
試
算
を
非
公

式
に
所
管
省
に
通
知
し
た
。
こ
れ
は
六
七
年
ま
で
の
Ｋ
Ｆ
Ｋ
に
よ
る
試
算
の
倍
以
上
だ
っ
た
。
世
論
に
初

め
て
公
表
さ
れ
た
の
は
一
九
七
一
年
二
月
の
六
億
七
〇
〇
〇
万
DM
と
す
る
試
算
だ
っ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｒ
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
が
定
価
を
全
て
は
提
示
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
所
管
省
は
価
格
モ
デ
ル
の
提
案
に

よ
っ
て
交
渉
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
費
用
弁
済
価
格
（
K
ostenabrechnungspreis）
を
基
本

と
し
な
が
ら
も
、
一
定
の
上
限
を
超
過
し
た
場
合
に
、
超
過
分
の
一
部
を
製
造
企
業
が
自
己
負
担
し
、
超

過
限
度
額
も
定
め
る
公
式
で
あ
る
。
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
は
一
九
七
二
年
二
月
、
一
定
の
拘
束
力
を
持
つ
提

案
と
し
て
一
一
億
七
七
〇
〇
万
DM
（
初
炉
心
製
造
含
む
）
を
提
示
し
た
。
Ｓ
Ｂ
Ｋ
は
三
月
二
三
日
に
第
一

期
工
事
を
Ｓ
Ｎ
Ｒ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
と
建
屋
建
設
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
発
注
し
た
も
の
の
、
こ
れ
は
設
計

作
業
の
継
続
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
り
、
総
費
用
は
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
（
K
eck
1984：
195-205）。

一
九
七
二
年
秋
ま
で
に
、
規
模
の
縮
小
と
費
用
超
過
時
の
製
造
企
業
の
自
己
負
担
額
削
減
（
国
が
三
五

〇
〇
DM
の
上
限
ま
で
一
〇
〇
％
引
き
受
け
、
そ
れ
以
上
の
超
過
分
は
国
が
五
〇
～
九
五
％
、
製
造
企
業
が
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試算期日 作成者 初炉心・施行者諸経費 初炉心製造含む除く 含む
1964年10月 KFKカールスルーエ 260(359) 310(428) 310(428)
1969年12月 8日 SNRコンソーシアム 550(652)
1971年 2月11日 SNRコンソーシアム 670(707) 820(865) 730(770)
1971年10月 1日 SNRコンソーシアム 942(974) 994(1028)
1972年 2月 7日 SNRコンソーシアム 1177(1189)
1972年11月10日 SBK/INB（供給契約） 1172 1335 1232
表 3：SNR-300の費用試算の推移（Keck 1984: 203）（11） 単位は百万DM



五
～
五
〇
％
を
負
担
す
る
）
に
よ
っ
て
、
見
か
け
上
の
費
用
圧
縮
が
図
ら
れ
た
。
国
の
負
担
の
上
限
は
一
億
五
八
〇
〇

万
DM
に
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
上
限
に
達
し
た
場
合
は
全
体
の
契
約
が
再
交
渉
さ
れ
る
。
製
造
企
業
は
費
用
を
超
過
し
て

も
、
自
己
負
担
分
を
利
益
で
ま
か
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
。
た
だ
し
差
し
引
き
後
の
残
額
は

国
庫
に
返
還
さ
れ
る
。
一
一
月
一
〇
日
の
供
給
契
約
締
結
時
に
お
け
る
費
用
内
訳
は
、
一
九
七
二
年
の
価
格
を
基
準
と

し
た
総
費
用
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
除
く
）
が
一
三
億
三
五
〇
〇
万
DM
、
時
価
で
の
総
費
用
が
一
五
億
三
五
〇
〇
万
DM
（
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
除
く
）
と
試
算
さ
れ
た
。
一
九
六
九
～
七
二
年
の
費
用
増
大
は
イ
ン
フ
レ
が
原
因
で
は
な
か
っ
た
。

着
工
後
も
費
用
増
大
は
続
い
た
。
一
九
八
二
年
六
月
の
試
算
は
六
〇
億
五
一
〇
〇
万
DM
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
そ
の
関

連
研
究
開
発
を
除
く
）。
こ
れ
に
そ
の
他
の
融
資
リ
ス
ク
四
億
五
〇
〇
〇
万
DM
を
加
え
る
と
六
五
億
DM
。
こ
れ
は
一
九

七
二
年
の
物
価
を
基
準
に
し
た
場
合
、
一
九
七
二
年
試
算
の
二
･五
倍
に
膨
ら
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
増
大
の
大
部
分

は
認
可
官
庁
の
要
求
と
建
設
の
遅
れ
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
製
造
価
格
の
増
大
も
同
時
に
起
き
て
お
り
、
両
者
の
区
別
は

容
易
で
は
な
い
（
K
eck
1984：
205-209）。
完
工
・
引
き
渡
し
予
定
期
日
も
試
算
の
た
び
に
延
期
さ
れ
た
。

反
対
運
動
は
ま
ず
オ
ラ
ン
ダ
で
表
面
化
し
た
。
一
九
七
三
年
に
オ
ラ
ン
ダ
議
会
は
、
カ
ル
カ
ー
高
速
増
殖
炉
の
開
発

費
用
に
充
て
る
た
め
、
電
気
料
金
の
三
％
分
を
上
乗
せ
し
て
全
消
費
者
に
転
嫁
す
る
法
律
を
可
決
し
た
。
こ
の
と
き
労

働
党
（
Ｐ
ｖ
ｄ
Ａ
）、
共
産
党
（
Ｃ
Ｐ
Ｎ
）、
二
つ
の
平
和
主
義
小
政
党
（
平
和
主
義
社
会
党
Ｐ
Ｓ
Ｐ
、
急
進
党
Ｐ
Ｐ
Ｒ
）、

自
由
主
義
新
党
⽛
民
主
六
六
⽜（
D
’66）、
お
よ
び
農
民
党
が
反
対
票
を
投
じ
た
。
ま
た
一
九
七
三
年
春
、
国
際
環
境
団
体

⽛
地
球
の
友
⽜（
FriendsoftheEarth）
の
オ
ラ
ン
ダ
支
部
組
織
で
も
あ
る
⽛
環
境
防
衛
⽜（
M
ilieudefensie）
が
別
の

環
境
団
体
と
と
も
に
、
電
気
料
金
支
払
い
に
反
対
す
る
運
動
組
織
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
後
一
年
の
う
ち
に
八
〇
地
域
の

グ
ル
ー
プ
が
加
わ
っ
て
、⽛
カ
ル
カ
ー
阻
止
全
国
電
力
会
議
⽜（
Ｌ
Ｓ
Ｓ
Ｋ
）
を
毎
月
開
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
法
案
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費用試算期日 72年11月 75年10月 78年 3月 80年10月 82年 6月
総費用 1535 2280 3200 5000 6051
引渡予定期日 79年11月 81年 3月 83年12月 86年 2月 87年 7月
試算から引渡まで 84カ月 65カ月 69カ月 64カ月 61カ月
表 4：契約締結後のSNR-300の費用増大（Keck 1984: 208） 単位は百万DM



に
反
対
し
た
小
党
Ｐ
Ｐ
Ｒ
は
他
の
諸
政
党
に
呼
び
か
け
、
一
九
七
三
年
秋
に
⽛
カ
ル
カ
ー
反
対
委
員
会
⽜（
Ａ
Ｋ
Ｋ
）
を
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

で
発
足
さ
せ
た
。
両
組
織
は
一
九
七
四
年
一
〇
月
、
一
五
万
五
〇
〇
〇
人
分
の
反
対
署
名
を
経
済
問
題
相
に
提
出
し
た
。
ま
た
八
月
の
世

論
調
査
で
は
五
〇
％
以
上
の
回
答
者
が
反
対
と
答
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
与
野
党
に
ま
た
が
る
諸
政
党
間
の
結
束
が
乱
れ
、
オ
ラ

ン
ダ
の
反
対
運
動
は
下
火
に
な
る
（
van
derH
eijden
1994：
112-113）。
ベ
ル
ギ
ー
で
も
一
九
七
四
年
夏
に
反
原
発
運
動
が
盛
り
上
が

り
、
カ
ル
カ
ー
高
速
増
殖
炉
へ
の
反
対
も
目
的
の
一
つ
に
掲
げ
た
が
、
デ
モ
は
小
規
模
に
と
ど
ま
っ
た
（
Rüdig
1990：
142-143）。
代

わ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
に
ま
た
が
る
反
対
運
動
組
織
が
発
展
し
、
一
九
七
七
年
九
月
二
四
日
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
一
万
人
、
フ
ラ
ン
ス

人
一
〇
〇
〇
人
を
含
む
五
万
人
以
上
の
大
規
模
デ
モ
が
行
わ
れ
た
（
N
elkin
and
Pollak
1981：
68）。

そ
の
間
、
一
九
七
六
年
ま
で
イ
ン
タ
ー
ア
ト
ム
の
管
理
職
と
し
て
カ
ル
カ
ー
の
事
業
も
ま
か
さ
れ
て
い
た
技
術
者
の
ト
ラ
ウ
ベ
（
K
laus

T
raube）
が
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
接
触
の
疑
い
（
後
に
根
拠
の
な
い
こ
と
が
判
明
）
を
か
け
ら
れ
、
憲
法
擁
護
庁
か
ら
盗
聴
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
一
九
七
七
年
二
月
に
明
る
み
に
出
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
子
力
開
発
が
究
極
的
に
は
警
察
国
家
に
つ
な
が
る
と
い
う
⽛
原
子
力
帝

国
⽜
論
が
議
員
の
間
で
も
反
響
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
（
A
ltenburg
2010：
85）。

前
後
し
て
連
邦
与
党
内
で
も
反
対
論
が
表
面
化
し
て
く
る
。
一
九
七
七
年
五
月
、
ユ
ー
バ
ー
ホ
ル
ス
ト
（
Reinhard
U
eberhorst）
を

中
心
と
す
る
Ｓ
Ｈ
州
選
出
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
連
邦
議
会
議
員
数
名
が
、
高
速
増
殖
炉
開
発
予
算
が
除
去
さ
れ
な
い
限
り
、
党
議
拘
束
を
破
っ
て
政

府
予
算
案
に
反
対
す
る
構
え
を
見
せ
た
（
H
atch
1986：
118）。
こ
う
し
た
中
、⽛
市
民
対
話
⽜
の
一
環
と
し
て
連
邦
研
究
技
術
相
マ
ッ
ト

ヘ
ー
フ
ァ
ー
（
H
ansM
atthöfer）
は
、
五
月
一
九
日
に
ボ
ン
で
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
に
関
す
る
専
門
家
会
合
を
開
い
た
。
そ
の
際
、
市
民
イ

ニ
シ
ア
チ
ヴ
が
五
名
、
研
究
技
術
省
が
五
名
の
専
門
家
を
推
薦
し
た
。
ま
た
連
邦
議
会
議
員
と
し
て
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
か
ら
ユ
ー
バ
ー
ホ
ル
ス
ト

が
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
か
ら
も
一
名
が
出
席
し
た
。
ま
た
先
述
し
た
一
一
月
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
党
大
会
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
運
転
許
可

や
、
高
速
増
殖
炉
の
商
業
化
全
般
の
是
非
を
最
終
決
定
す
る
前
に
、
連
邦
議
会
の
採
決
に
か
け
る
べ
き
だ
と
い
う
決
議
も
採
択
し
て
い
た
。
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翌
年
九
月
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
連
邦
議
会
会
派
の
研
究
技
術
部
会
は
専
門
家
と
議
員
各
七
名
か
ら
成
る
特
別
調
査
委
員
会
の
設
置
を
提
案
し
た

（
A
ltenburg
2010：
83,86-87）。

そ
の
間
、
設
置
認
可
の
取
り
消
し
訴
訟
の
控
訴
審
の
過
程
で
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
上
級
行
政
裁
判
所
は
一
九
七
七
年
八
月
、
Ｆ
Ｂ
Ｒ
計
画

の
合
憲
性
の
判
断
を
求
め
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
具
体
的
法
令
審
査
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
一
年
後
の
一
九
七
八
年
八
月
八
日
の
第
一
次
カ
ル
カ
ー
決
定
で
合
憲
と
判
断
し
た
（
H
ohm
uth
2014：
19）。
連
邦
と
同
様
に
Ｓ
Ｐ

Ｄ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
連
立
を
組
ん
で
い
た
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
政
府
は
、
一
九
七
八
年
六
月
か
ら
第
三
次
部
分
認
可
の
発
令
を
先
延
ば
し
し
て
い
た
が
、

高
速
増
殖
炉
の
建
設
を
連
邦
政
府
が
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
議
会
の
決
議
を
必
要
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
や
は
り
憲

法
判
断
を
仰
い
だ
。
し
か
し
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
一
二
月
八
日
、
連
邦
議
会
の
決
議
を
不
要
と
判
断
し
た
。
し
か
し
州
の
消
極
姿
勢
は
変

わ
ら
な
か
っ
た
。
特
に
Ｆ
Ｄ
Ｐ
所
属
の
リ
ー
マ
ー
（
H
orst-Ludw
ig
Riem
er）
経
済
相
と
ヒ
ル
シ
ュ
（
Burkhard
H
irsch）
内
務
相
が

抵
抗
し
て
い
た
。
Ｆ
Ｄ
Ｐ
は
、
六
月
四
日
に
同
時
に
行
わ
れ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
の
州
議
会
選
挙
で
緑
の
党
の
前
身
組

織
に
票
を
奪
わ
れ
、
全
議
席
と
州
与
党
の
地
位
を
失
っ
て
お
り
、
同
様
の
事
態
の
再
現
を
恐
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
衝
撃
的
だ
っ
た
の
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ン
ド
ル
フ
原
発
を
め
ぐ
る
一
九
七
八
年
一
一
月
の
国
民
投
票
で
あ
る
。
完

成
し
た
原
発
の
運
転
開
始
の
禁
止
が
過
半
数
ぎ
り
ぎ
り
（
五
〇
･四
七
％
）
の
支
持
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
六
年
の
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
が
こ
の
原
発
計
画
に
と
ど
め
を
さ
し
た
。
一
九
七
八
年
一
一
月
の
マ
イ
ン
ツ
で
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
党
大
会
は
、
高
速
増
殖
炉

技
術
の
商
業
利
用
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
議
会
特
別
調
査
委
員
会
の
設
置
を
要
求
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。

連
立
与
党
が
政
府
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
の
第
二
次
改
定
と
高
速
増
殖
炉
の
建
設
続
行
に
つ
い
て
の
採
決
に
向
か
お
う
と
し
た
と
き
、
増
殖

炉
に
反
対
す
る
六
人
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
議
員
が
造
反
の
動
き
を
見
せ
た
た
め
、
副
首
相
ゲ
ン
シ
ャ
ー
は
、
自
身
や
他
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
連
邦
閣
僚
、
お
よ

び
Ｆ
Ｄ
Ｐ
会
派
議
長
の
辞
任
を
持
ち
出
し
、
さ
ら
に
連
立
与
党
の
決
議
案
が
否
決
さ
れ
た
場
合
に
は
、
首
相
の
信
任
と
結
び
つ
け
て
改
め
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て
決
議
案
を
上
程
す
る
と
脅
し
た
（
A
ltenburg
2010：
88-90）。
連
邦
首
相
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
第
二
次
改
定
に
関
す

る
採
決
が
否
決
さ
れ
れ
ば
、
辞
任
す
る
と
い
う
脅
し
を
か
け
た
た
め
、
ユ
ー
バ
ー
ホ
ル
ス
ト
を
中
心
と
す
る
Ｓ
Ｈ
州
選
出
連
邦
議
員
は
、

政
府
支
持
と
引
き
換
え
に
、
特
別
調
査
委
員
会
の
設
置
と
高
速
増
殖
炉
運
転
開
始
前
の
連
邦
議
会
で
の
採
決
実
施
を
獲
得
し
た

（
K
uhlw
ein
2010）。
連
邦
政
府
は
、
決
定
権
限
を
州
の
行
政
機
関
か
ら
連
邦
議
会
に
移
せ
ば
、
政
権
の
崩
壊
ま
で
は
望
ま
な
い
連
邦
与
党

内
反
原
発
派
を
党
議
拘
束
で
統
制
で
き
る
と
考
え
た
（
H
atch
1986：
120）。

連
邦
議
会
の
採
決
で
は
一
九
七
八
年
一
二
月
一
四
日
、
第
三
次
部
分
認
可
の
発
令
を
連
邦
政
府
が
州
政
府
に
指
示
す
る
よ
う
求
め
る
野

党
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
動
議
が
否
決
さ
れ
た
。
続
い
て
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
建
設
と
高
速
増
殖
炉
技
術
の
研
究
は
続
行
し
つ
つ
も
、
運
転
開

始
は
議
会
で
の
採
決
ま
で
保
留
す
る
こ
と
が
与
党
の
多
数
の
賛
成
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
高
速
増
殖
炉
反
対
派
議
員
六
人
の
棄
権
に
よ
り
、
承
認
さ

れ
た
。
運
転
開
始
に
関
す
る
決
定
の
前
提
と
し
て
、
原
子
力
政
策
全
般
を
検
討
す
る
特
別
調
査
委
員
会
を
設
置
す
る
件
に
関
す
る
決
議
案

は
、
与
野
党
双
方
か
ら
出
さ
れ
、
そ
れ
を
一
本
化
し
た
決
議
案
が
一
九
七
九
年
三
月
二
九
日
、
連
邦
議
会
で
承
認
さ
れ
た
（
A
ltenburg

2010：
90-91,95-98）。
こ
う
し
て
五
月
九
日
、⽛
将
来
の
原
子
力
政
策
⽜
特
別
調
査
委
員
会
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
4
節

連
邦
議
会
特
別
調
査
委
員
会

そ
れ
ま
で
連
邦
議
会
に
は
不
祥
事
の
調
査
委
員
会
し
か
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
九
年
の
連
邦
議
会
改
革
に
よ
り
、
学
術

諮
問
機
関
と
し
て
の
特
別
調
査
委
員
会
の
設
置
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
役
割
は
⽛
包
括
的
で
重
要
な
問
題
群
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
の

準
備
⽜
と
連
邦
議
会
運
営
規
則
（
12
）に
規
定
さ
れ
た
。
議
員
の
二
五
％
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
設
置
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
機
関

は
議
会
内
少
数
派
（
野
党
と
は
限
ら
な
い
）
の
権
利
の
表
れ
と
さ
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
多
数
派
の
同
意
を
得
て
設
置
さ
れ
る
。

何
が
⽛
包
括
的
で
重
要
な
問
題
群
⽜
か
、
ま
た
委
員
会
の
権
限
や
構
成
員
数
は
不
明
確
で
、
委
員
会
ご
と
に
異
な
る
。
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常
任
委
員
会
と
は
異
な
り
、
特
別
調
査
委
員
会
が
招
聘
し
た
外
部
専
門
家
は
議
員
と
同
格
の
資
格
で
活
動
す
る
。
ど
の
会
派
か
ら
も
一

名
以
上
の
議
員
を
委
員
に
選
ぶ
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
は
議
員
と
専
門
家
の
数
は
通
常
、
会
派
の
勢
力
に
応
じ
て
決
ま
る
。
各
党

は
自
己
の
立
場
に
近
い
専
門
家
を
推
薦
す
る
。
審
議
期
間
は
議
会
の
当
該
選
出
期
間
に
限
定
さ
れ
る
。
議
長
は
一
人
の
議
員
が
務
め
、
不

偏
不
党
が
求
め
ら
れ
る
。
連
邦
議
会
管
理
局
が
特
別
に
設
置
を
認
め
た
秘
書
課
が
議
長
を
補
佐
し
、
科
学
者
を
秘
書
課
の
補
助
員
と
し
て

任
命
で
き
る
。
特
別
調
査
委
員
会
は
通
常
、
非
公
開
だ
が
、
連
邦
や
州
、
お
よ
び
省
庁
の
代
表
者
が
出
席
権
を
持
つ
。

特
別
調
査
委
員
会
は
二
者
択
一
の
決
定
が
目
的
で
は
な
い
。
多
数
派
の
み
が
支
持
し
た
報
告
書
は
、
少
数
派
に
参
加
意
欲
を
失
わ
せ
、

ま
た
専
門
家
に
政
治
的
見
解
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
特
別
調
査
委
員
会
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
と
、
常
任
委
員
会
が
そ

れ
を
検
討
し
、
連
邦
議
会
に
勧
告
を
行
う
。
報
告
書
は
広
報
課
が
編
集
し
た
Zur
Sacheシ
リ
ー
ズ
の
一
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
。
外
部

参
考
人
へ
の
聴
取
も
行
わ
れ
、
公
開
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
特
別
調
査
委
員
会
の
唯
一
の
法
的
根
拠
で
あ
る
連
邦
議
会
運
営
規
則
の

効
力
は
議
員
の
み
を
拘
束
す
る
の
で
、
外
部
の
関
係
者
か
ら
の
情
報
提
供
は
自
発
的
協
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
A
ltenburg
2010：

71,74-80）。

一
九
七
九
年
五
月
に
発
足
し
た
⽛
将
来
の
原
子
力
政
策
⽜
特
別
調
査
委
員
会
の
任
務
は
、
特
に
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
運
転
開
始
の
是
非
に

関
す
る
連
邦
議
会
へ
の
勧
告
の
作
成
や
、
将
来
原
子
力
を
放
棄
す
る
可
能
性
の
評
価
と
さ
れ
た
。
委
員
構
成
は
会
派
や
州
の
バ
ラ
ン
ス
の

ほ
か
、
連
邦
議
会
の
関
連
常
任
委
員
会
全
て
の
委
員
が
入
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
（
13
）。
ま
た
専
門
家
が
単
な
る
各
会
派
の
利
益
代
表
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
、推
進
・
反
対
両
派
の
専
門
家
を
与
野
党
全
会
派
が
一
括
承
認
す
る
形
を
と
っ
た
。
議
長
に
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
ユ
ー

バ
ー
ホ
ル
ス
ト
が
選
ば
れ
た
。
彼
は
企
業
の
組
織
問
題
や
集
団
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
向
け
に
特
別
な
対
話
法
を
開
発
し
た
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
会
社
で
働
い
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
。
専
門
家
委
員
は
、
原
子
力
批
判
派
三
人
、
推
進
派
三
人
、
中
間
派
二
人
が
選
ば
れ
た
。

特
別
調
査
委
員
会
（
第
⚑
次
）
は
一
九
八
〇
年
六
月
二
七
日
に
報
告
書
を
提
出
す
る
（
14
）。
二
〇
三
〇
年
ま
で
の
五
〇
年
間
に
わ
た
る
四
つ
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の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ナ
リ
オ
（
原
発
に
つ
い
て
第
一
は
大
増
設
、
第
二
は
増
設
、
第
三
は
長
期
廃
止
、
第
四
は
早
期
廃
止
）
を
併
記
し
、

い
ず
れ
も
経
済
的
・
技
術
的
に
可
能
だ
と
全
委
員
が
同
意
し
た
こ
と
が
画
期
的
だ
っ
た
。
最
終
的
に
ど
の
シ
ナ
リ
オ
を
選
択
す
る
に
し
て

も
、
一
九
八
〇
年
代
に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
強
化
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
を
行
い
、
増
殖
炉
の
技
術
開
発
は
継
続
す
る
こ
と
、⽛
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
四
つ
の
評
価
規
準
⽜（
経
済
性
、
国
際
適
合
性
、
環
境
適
合
性
、
社
会
適
合
性
）
に
も
合
意
し
た
。
さ
ら
に
委
員
会
の

多
数
派
（
与
党
議
員
と
専
門
家
委
員
全
員
）
は
原
子
力
の
長
期
利
用
に
つ
い
て
賛
否
を
表
明
せ
ず
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
上
記
四
規
準
に

基
づ
き
、
四
つ
の
シ
ナ
リ
オ
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
と
し
た
。
高
速
増
殖
炉
の
是
非
に
も
判
断
を
保
留
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
安
全
性
に

関
す
る
推
進
派
と
批
判
派
の
両
方
の
科
学
者
に
よ
る
⽛
並
行
研
究
⽜
を
勧
告
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
点
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
三
議
員

は
同
意
せ
ず
、
少
数
意
見
を
出
し
た
（
A
ltenburg
2010：
39-44;Zur
Sache
1980）。

特
別
調
査
委
員
会
の
報
告
書
は
一
九
八
〇
年
七
月
三
日
、
連
邦
議
会
の
審
議
に
か
け
ら
れ
た
が
、
連
邦
議
会
は
選
挙
の
た
め
一
旦
夏
休

み
に
入
っ
た
。
こ
の
一
〇
月
五
日
の
選
挙
で
は
、
緑
の
党
も
初
め
て
参
加
し
た
が
、
野
党
が
右
派
色
の
強
い
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
元
連
邦
原
子
力
相
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（
FranzJosefStrauss）
を
連
邦
首
相
候
補
に
立
て
た
た
め
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
の
求
心
力
が
高
ま
り
、
連
邦
与
党
が
辛

く
も
政
権
を
維
持
し
、
緑
の
党
の
議
席
獲
得
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
八
一
年
一
月
三
〇
日
、
特
別
調
査
委
員
会
の
報
告
書
は
与
野
党
共

同
動
議
に
よ
り
、
連
邦
議
会
か
ら
常
任
委
員
会
へ
付
託
さ
れ
、
二
月
一
一
日
か
ら
一
一
月
末
ま
で
審
議
さ
れ
た
。
九
つ
の
常
認
委
員
会
が

審
議
し
、
う
ち
七
つ
が
意
見
を
表
明
し
た
。
そ
の
上
で
主
管
の
研
究
技
術
委
員
会
は
一
九
八
一
年
一
二
月
一
〇
日
、
連
邦
議
会
に
対
す
る

勧
告
を
起
草
し
た
（
A
ltenburg
2010：
218-220）。
そ
の
間
、
一
九
八
一
年
五
月
二
六
日
に
は
、
第
二
次
特
別
調
査
委
員
会
の
設
置
を
求

め
る
与
党
の
動
議
が
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
消
極
姿
勢
を
押
し
切
り
、
連
邦
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。

第
二
次
特
別
調
査
委
員
会
は
、
幾
つ
か
の
困
難
な
条
件
の
下
に
置
か
れ
た
（
A
ltenburg
2010：
237-238,242-244,250-251,

254-256,271-273）。
第
一
に
、
増
殖
炉
の
運
転
開
始
に
対
す
る
勧
告
の
優
先
的
検
討
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
の
任
務
に
は
、
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表 5：特別調査委員会の構成員（15）

原発へ
の賛否 所属・役職・経歴 氏名

連
邦
与
党

中間派

議長。SPD、シュレースヴィヒ・
ホルシュタイン ユーバーホルスト①

SPD、ヘッセン、法律家、連邦保
健局

キューブラー（Klaus Kübler）
＊②

批判派 SPD、バーデン・ヴュルテンベル
ク、元教師

ハラルド・B・シェーファー
（Harald B. Schäfer）

賛成派

SPD、ノルトライン・ヴェスト
ファーレン、IGBE

ロイシェンバッハ
（P. W. Reuschenbach）

FDP、ヴッパータール大学建築統
計学教授 レアマン（Karl-Hans Laermann）

連
邦
野
党
賛成派

副議長。CDU、バーデン・ヴュル
テンベルク

シュターフェンハーゲン
（L. Stavenhagen）

CDU、ドルトムントの鉱山会社 ゲアシュタイン
（Ludwig Gerstein）

CSU、バイエルンの元県庁部長、
弁護士 ゲアラッハ（Paul Gerlach）①

CSU、原子力施設建設会社出身 クラウス（Rudolf Kraus）②

専
門
家

批判派

エコ研究所創設者、人間生物学・
福音派神学 アルトナー（Günter Altner）

ブレーメン大学実験物理学教授 エーレンシュタイン
（Dieter von Ehrenstein）

エッセン大学環境・社会・エネル
ギー部会（AUGE）

マイヤー＝アビッヒ
（K. Michael Mayer-Abich）

賛成派

⽛高速増殖炉の父⽜、ユーリッヒ原
子力研究所長 ヘーフェレ（Wolf Häfele）

施設・原子炉安全協会（GRS）会
長

ビルクホーファー
（Adolf Birkhofer）

合同ヴェストファーレン電力
（VEW）の社長 クニツィア（Klaus Knizia）①

ケルン大学エネルギー経済研究
所事務局長

シュナイダー
（Hans K. Schneider）②

ケルン大学名誉教授・原子力開発 ミヒャエリス
（Hans Michaelis）②

アルケム社取締役 シュトル（Wolfgang Stoll）②

中間派
DGB連邦執行部・経済政策担当 プファイファー（Alois Pfeiffer）
ミュンヒェン大学エネルギー経
済・発電所工学

ヘルムート・シェーファー
（Helmut Schaefer）①



軽
水
炉
の
後
継
型
や
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
代
替
路
線
の
検
討
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ナ
リ
オ
の
国
民
経
済
上
の
影
響
に
関
す
る
予
測
の
精
査
、

放
射
線
被
曝
リ
ス
ク
の
よ
う
な
争
点
の
検
討
が
あ
っ
た
が
、
後
回
し
に
さ
れ
た
。
増
殖
炉
の
運
転
開
始
に
対
す
る
二
者
択
一
の
決
定
は
本

来
、
特
別
調
査
委
員
会
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
最
終
的
に
議
会
が
責
任
を
負
う
べ
き
事
項
だ
っ
た
。

第
二
次
委
員
会
が
直
面
し
た
第
二
の
困
難
は
、
増
殖
炉
の
安
全
性
に
関
す
る
⽛
並
行
研
究
⽜
の
難
航
で
あ
る
。
Ｇ
Ｒ
Ｓ
（
施
設
・
原
子

炉
安
全
協
会
）
所
長
の
ビ
ル
ク
ホ
ー
フ
ァ
ー
が
指
揮
し
た
推
進
派
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
比
べ
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
ベ
ネ
ッ

ケ
（
Jochen
Benecke）
が
指
揮
し
た
原
子
力
批
判
派
の
⽛
高
速
増
殖
炉
研
究
グ
ル
ー
プ
⽜（
Ｆ
Ｇ
Ｓ
Ｂ
）
は
資
源
に
乏
し
く
難
航
す
る
。

難
航
の
一
因
は
研
究
技
術
省
や
Ｇ
Ｒ
Ｓ
研
究
グ
ル
ー
プ
が
情
報
を
出
し
惜
し
ん
だ
こ
と
に
も
あ
り
、
こ
れ
は
企
業
秘
密
に
関
わ
る
面
と
同

時
に
、
批
判
派
の
科
学
者
と
開
発
企
業
や
推
進
派
の
科
学
者
と
の
信
頼
の
欠
如
が
あ
っ
た
。

第
三
に
、
増
殖
炉
の
運
転
開
始
に
関
す
る
勧
告
の
期
限
（
当
初
は
一
九
八
二
年
七
月
末
）
が
短
く
設
定
さ
れ
た
こ
と
も
、
決
定
へ
圧
力

を
強
め
た
。
連
邦
議
会
選
挙
後
の
一
九
八
〇
年
一
一
月
六
日
に
新
し
い
連
邦
研
究
技
術
相
に
就
任
し
た
ビ
ュ
ー
ロ
ー
（
A
ndreas
von

Bülow
）
は
、
前
任
者
ハ
ウ
フ
（
V
olkerH
auff）
と
異
な
り
、
財
政
逼
迫
の
中
、
増
大
す
る
高
速
増
殖
炉
の
建
設
費
用
を
電
力
業
界
に
も

負
担
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
お
り
、
特
別
調
査
委
員
会
の
勧
告
が
速
や
か
に
出
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
ま
た
連
邦
首
相
周
辺
は
、
与

党
内
の
様
々
な
対
立
に
直
面
し
て
お
り
、
運
転
開
始
の
留
保
を
速
や
か
に
撤
廃
し
、
統
治
能
力
を
証
明
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。

第
四
に
、
委
員
構
成
も
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
今
回
も
議
長
職
だ
け
は
確
保
し
た
。
し
か
し
ユ
ー
バ
ー
ホ
ル
ス
ト
は
連
邦

議
会
議
員
と
し
て
再
選
さ
れ
た
後
、
一
九
八
一
年
六
月
一
一
日
に
議
員
を
辞
職
し
、
ベ
ル
リ
ン
州
政
府
保
健
環
境
保
護
相
に
転
じ
て
お
り
、

さ
ら
に
同
州
の
政
権
交
代
に
伴
っ
て
下
野
し
、
一
九
八
五
年
ま
で
同
州
議
会
議
員
に
留
ま
っ
た
。
彼
の
退
場
は
特
別
調
査
委
員
会
に
打
撃

と
な
っ
た
。
彼
は
若
く
、
明
確
な
反
原
発
派
と
は
見
ら
れ
て
お
ら
ず
、
原
子
力
の
推
進
・
反
対
両
派
の
信
頼
を
得
て
お
り
、
委
員
間
の
不

協
和
音
を
個
人
的
な
会
話
や
交
渉
に
よ
っ
て
目
立
た
な
い
形
で
処
理
し
て
い
た
。
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結
局
、
第
二
次
特
別
調
査
委
員
会
の
議
長
に
は
ハ
ラ
ル
ド
・
Ｂ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
（
H
arald
B.Schäfer）
が
就
い
た
が
、
彼
は
反
原
発

色
が
強
い
と
見
ら
れ
た
た
め
、野
党
議
員
と
の
摩
擦
が
目
立
っ
た
。
ま
た
与
党
会
派
は
継
続
性
を
理
由
に
前
回
と
同
じ
専
門
家
を
維
持
し
、

か
つ
共
同
名
簿
を
主
張
し
た
が
、
野
党
会
派
は
共
同
名
簿
に
反
対
し
、
他
の
政
党
と
の
了
解
な
し
に
、
し
か
も
⽛
明
確
な
原
子
力
推
進
派
⽜

を
基
準
に
三
人
の
専
門
家
を
新
た
に
選
び
、
ま
た
ビ
ル
ク
ホ
ー
フ
ァ
ー
を
留
任
さ
せ
た
。
さ
ら
に
専
門
家
委
員
の
総
数
は
一
人
増
え
て
九

人
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
次
委
員
会
で
の
ヘ
ー
フ
ェ
レ
の
妥
協
的
行
動
に
野
党
が
不
満
を
持
ち
、
推
薦
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

与
党
は
彼
と
マ
イ
ヤ
ー
＝
ア
ビ
ッ
ヒ
の
協
力
関
係
を
評
価
し
、
彼
ら
を
含
む
五
人
を
留
任
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
九
人
の

専
門
家
の
う
ち
原
子
力
推
進
派
が
多
数
派
（
五
人
）
と
な
っ
た
ほ
か
、
高
速
増
殖
炉
開
発
の
責
任
者
だ
っ
た
ヘ
ー
フ
ェ
レ
の
存
在
は
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

一
九
八
二
年
九
月
六
日
、
二
つ
の
対
立
す
る
研
究
報
告
書
が
特
別
調
査
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
運

転
開
始
の
可
能
性
に
関
す
る
勧
告
を
含
む
⽛
中
間
報
告
書
⽜
が
作
成
さ
れ
、
九
月
二
七
日
、
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
（
16
）。
多
数
派
の
勧
告

は
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
リ
ス
ク
が
⽛
運
転
中
の
軽
水
炉
と
同
じ
幅
に
あ
る
⽜
と
位
置
づ
け
、
第
一
次
委
員
会
の
規
準
に
照
ら
し
て
運
転
開

始
に
政
治
的
責
任
を
負
え
る
と
結
論
づ
け
た
一
方
で
、
建
設
費
用
の
激
増
に
つ
い
て
は
任
務
外
と
し
て
判
断
し
な
か
っ
た
。
少
数
派
は
運

転
開
始
を
拒
否
し
、
長
期
に
及
ぶ
建
設
期
間
や
莫
大
な
費
用
、
技
術
革
新
効
果
の
乏
し
さ
な
ど
、
国
民
経
済
上
の
考
慮
を
運
転
開
始
反
対

の
究
極
的
な
根
拠
と
し
た
。⽛
中
間
報
告
書
⽜
は
九
月
三
〇
日
に
初
め
て
連
邦
議
会
の
本
会
議
で
討
議
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の

核
ミ
サ
イ
ル
配
備
や
連
邦
予
算
お
よ
び
原
子
力
を
め
ぐ
っ
て
連
立
与
党
内
は
紛
糾
し
て
お
り
、
す
で
に
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
閣
僚
た
ち
は
内
閣
を
離

脱
し
て
い
た
。
翌
日
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
対
す
る
建
設
的
不
信
任
投
票
が
行
わ
れ
、
採
決
で
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
コ
ー
ル
が
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
賛
成
も
得
て

新
首
相
に
選
ば
れ
、
政
権
が
交
代
し
た
。
連
邦
議
会
は
一
二
月
三
日
、
特
別
調
査
委
員
会
の
多
数
派
勧
告
と
、
そ
れ
を
承
認
し
た
研
究
技

術
委
員
会
の
決
議
勧
告
（
一
二
月
一
日
）
に
基
づ
い
て
、
一
九
七
八
年
一
二
月
一
四
日
の
高
速
増
殖
炉
運
転
開
始
保
留
決
議
の
撤
廃
を
可
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決
し
た
。
運
転
開
始
保
留
の
継
続
を
求
め
る
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
の
動
議
（
一
九
八
二
年
一
一
月
二
四
日
）
は
否
決
さ
れ
た
（
A
ltenburg
2010：

263-266）。
特
別
調
査
委
員
会
の
最
後
の
会
議
は
、
コ
ー
ル
新
首
相
へ
の
信
任
投
票
直
前
の
一
二
月
一
三
日
に
行
わ
れ
た
。
特
別
調
査
委

員
会
は
結
局
、⽛
現
状
報
告
書
（
17
）⽜
の
み
を
提
出
し
た
が
、
議
会
の
次
期
選
出
期
間
で
の
再
設
置
を
求
め
る
少
数
派
の
提
案
を
除
け
ば
、
勧
告

は
何
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
少
数
派
に
与
し
た
の
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
三
人
の
議
員
と
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
推
薦
の
専
門
家
の
う
ち
ヘ
ー
フ
ェ
レ
を
除

く
四
名
だ
っ
た
。
一
九
八
三
年
三
月
の
連
邦
議
会
選
挙
に
伴
い
、
特
別
調
査
委
員
会
は
自
然
消
滅
し
た
。

と
は
い
え
、
特
別
調
査
委
員
会
の
討
議
の
試
み
は
、
そ
の
後
の
政
権
が
原
子
力
政
策
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
を
試
み
る
際
に
常
に
参
照

さ
れ
る
経
験
と
な
っ
た
。
ま
た
脱
原
子
力
は
科
学
的
・
経
済
的
に
実
現
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
公
認
さ
れ
、
対
抗
研
究
機
関
も
鑑
定
能
力

を
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
異
な
る
見
解
の
科
学
者
に
よ
る
並
行
研
究
と
い
う
方
式
が
、
保
守
政
権
で
さ
え
も
尊
重
せ
ざ
る
を
え
な
い
慣
行

に
発
展
し
た
。
最
後
の
点
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
後
の
一
九
八
六
年
に
連
邦
経
済
省
が
エ
コ
研
究
所
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ナ

リ
オ
を
委
託
し
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
（
高
木
1999：
42）。

カ
ル
カ
ー
の
高
速
増
殖
炉
の
建
設
は
続
行
さ
れ
た
が
、
運
転
開
始
を
迎
え
ず
に
一
九
九
一
年
に
建
設
中
止
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
最
大

の
功
績
は
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
（
Ｎ
Ｒ
Ｗ
）
州
政
府
の
行
動
だ
っ
た
。

第
5
節

州
政
府
の
抵
抗
か
ら
脱
原
発
へ

Ｎ
Ｒ
Ｗ
は
ド
イ
ツ
最
大
の
人
口
（
一
九
八
七
年
五
月
の
国
政
調
査
で
は
一
六
七
一
万
人
）
を
持
つ
州
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
の
国
内
総
生

産
の
二
六
％
、
石
炭
の
九
〇
％
、
発
電
量
の
五
〇
％
を
生
み
出
し
て
い
た
（
Escheand
H
artm
ann
1990：
309）。
ル
ー
ル
工
業
地
帯
を

抱
え
、
労
働
者
階
級
を
基
盤
と
す
る
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
牙
城
で
も
あ
り
、
一
九
六
七
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
、
ま
た
二
〇
一
〇
年
以
降
現
在
ま

で
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
、
最
初
は
Ｆ
Ｄ
Ｐ
と
の
連
立
、
一
九
八
〇
年
か
ら
単
独
、
一
九
九
五
年
以
降
は
緑
の
党
と
の
連
立
で
政
権
を
担
っ
て
き
た
。
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同
州
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
州
首
相
時
代
の
一
九
五
八
年
、
ユ
ー
リ
ッ
ヒ
原
子
力
研
究
所
（
Ｋ
Ｆ
Ａ
）
設
立
を
決
定
し
た
（
当
初
は
州
が
出
資
、

後
に
連
邦
が
七
五
％
の
持
ち
分
を
負
担
）。
一
九
七
三
年
に
州
内
初
の
商
業
原
発（
プ
ロ
イ
セ
ン
エ
レ
ク
ト
ラ
社
が
発
注
、Ｂ
Ｗ
Ｒ
）が
ヴ
ュ

ル
ガ
ッ
セ
ン
で
運
転
を
開
始
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
は
二
つ
の
先
進
原
子
炉
の
三
〇
〇
MW
級
原
型
炉
と
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
と

ハ
ム
・
ユ
ー
ン
ト
ロ
ッ
プ
の
高
温
炉
（
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
（
18
））
の
建
設
が
州
内
で
始
ま
っ
た
。
高
速
増
殖
炉
が
連
邦
の
出
資
す
る
Ｋ
Ｆ
Ｋ
に

よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
の
に
対
し
、
高
温
炉
は
Ｋ
Ｆ
Ａ
で
開
発
が
進
め
ら
れ
、
摂
氏
約
九
五
〇
度
に
達
す
る
高
温
を
石
炭
の
気
体
化
や
液
化

に
利
用
す
る
産
業
用
も
意
図
さ
れ
た
た
め
、
炭
鉱
を
抱
え
る
同
州
か
ら
熱
心
に
推
進
さ
れ
た
。
両
原
子
炉
の
建
設
は
民
間
企
業
が
引
き
受

け
た
が
（
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
場
合
、
合
同
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
電
力
Ｖ
Ｅ
Ｗ
を
中
心
に
地
元
や
広
域
の
電
力
供
給
企
業
で
運
転
事
業

会
社
を
構
成
）、
公
的
資
金
で
大
部
分
が
ま
か
な
わ
れ
た
。
し
か
し
原
子
力
論
争
の
社
会
的
拡
大
に
応
じ
て
、
同
州
Ｓ
Ｐ
Ｄ
内
部
で
も
対
立

が
生
じ
た
。
石
炭
と
原
子
力
の
同
盟
を
提
唱
す
る
労
組
派
に
対
し
、
若
年
党
員
や
、
下
級
支
部
の
党
大
会
で
は
原
子
力
批
判
が
多
数
派
と

な
っ
た
。
例
え
ば
一
九
八
二
年
一
一
月
に
メ
ル
キ
ッ
シ
ュ
郡
支
部
の
決
議
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
州
議
会
会
派
に
高
速
増
殖
炉
の
建
設
と
運
転
開
始

の
阻
止
を
求
め
て
い
た
（
D
üding
1998：
223-227）。

高
速
増
殖
炉
に
対
す
る
州
政
府
の
態
度
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
慎
重
に
な
り
、
特
に
当
時
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
連
立
を

組
ん
で
い
た
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
方
が
、
先
に
計
画
か
ら
距
離
を
置
き
始
め
た
。
一
九
八
〇
年
六
月
に
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
単
独
政
権
に
転
じ
て
以
降
の
州
政

府
は
慎
重
姿
勢
を
さ
ら
に
強
め
て
い
く
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
一
九
八
四
年
五
月
の
エ
ッ
セ
ン
で
の
連
邦
党
大
会
で
⽛
石
炭
優
先
政
策
⽜
と
と
も
に

再
処
理
か
ら
の
撤
退
と
原
発
増
設
の
中
止
を
決
議
し
た
が
、
高
速
増
殖
炉
に
明
確
に
言
及
し
て
は
い
な
か
っ
た
（
M
arth
1992：
95-96）。

し
か
し
一
九
八
五
年
州
議
会
選
挙
の
直
前
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
に
一
〇
以
上
の
部
分
認
可
を
出
し
て
き
た
州
労
働
社
会
相
（
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｓ
）

フ
ァ
ー
ル
ト
マ
ン
（
Friedhelm
Fahrtm
ann）
か
ら
高
速
増
殖
炉
に
批
判
的
な
報
告
書
が
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
。
一
九
八
五
年
五
月
一

〇
日
、
州
首
相
ラ
ウ
（
JohannesRau）
は
州
議
会
選
挙
の
二
日
前
に
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
に
関
す
る
書
簡
を
連
邦
首
相
あ
て
に
送
り
、
高
速
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増
殖
炉
の
商
業
利
用
へ
の
様
々
な
疑
念
を
表
明
し
た
。

州
政
府
の
決
定
の
背
景
に
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
政
治
戦
略
も
う
か
が
え
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
議
会
で
の
過
半

数
を
失
っ
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
、緑
の
党
と
の
閣
外
協
力
か
ら
連
立
協
議
に
移
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、

Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
首
相
ラ
ウ
は
高
速
増
殖
炉
へ
の
反
対
姿
勢
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
緑
の
党
の
伸
長
を
抑
え
よ
う

と
し
た
。
実
際
、
一
九
八
六
年
五
月
一
二
日
の
州
議
会
選
挙
で
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
単
独
多
数
を
維
持
し
、
緑
の

党
は
四
･六
％
で
五
％
の
議
席
獲
得
要
件
に
届
か
な
か
っ
た
。

州
議
会
選
挙
後
、
州
議
会
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
議
長
に
転
じ
た
フ
ァ
ー
ル
ト
マ
ン
は
、
一
九
八
五
年
七
月
一
日

の
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
高
速
増
殖
炉
を
⽛
地
獄
の
火
⽜
と
表
現
し
、
運
転
開
始
反
対

の
態
度
を
鮮
明
に
し
た
（
19
）。
ま
た
原
子
力
認
可
権
限
の
移
管
を
受
け
た
州
経
済
中
小
企
業
技
術
相
（
Ｍ
Ｗ
Ｍ

Ｔ
）
ヨ
ヒ
ム
ゼ
ン
（
Reim
utJochim
sen）
は
七
月
四
日
、
報
道
機
関
に
対
し
、
カ
ル
カ
ー
の
高
速
増
殖

炉
を
⽛
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
誤
り
⽜
と
評
し
た
。
こ
う
し
た
州
政
府
幹
部
の
態
度
は
州
党
全
体
で
共
有
さ

れ
て
お
り
、
九
月
二
八
日
の
オ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
で
開
か
れ
た
州
党
大
会
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
運
転

を
阻
止
す
る
た
め
、
高
速
増
殖
炉
技
術
の
経
済
的
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
的
・
技
術
的
意
義
の
再
検
討
を
求

め
て
連
邦
政
府
と
交
渉
す
る
こ
と
を
州
政
府
に
求
め
る
動
議
が
採
択
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
態
度
は

脱
原
子
力
全
般
を
求
め
て
は
お
ら
ず
、
特
に
四
〇
億
DM
の
建
設
費
用
の
う
ち
四
億
五
六
〇
〇
万
DM
を
州
政

府
が
負
担
し
た
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
は
、
一
九
八
三
年
一
一
月
に
試
験
運
転
を
開
始
し
、
一
九
八
五
年
一
一

月
に
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
州
政
府
の
了
解
の
下
で
営
業
運
転
が
開
始
さ
れ
た
（
D
üding
1998：
227-229）。
一
方
、

高
速
増
殖
炉
の
建
設
は
一
九
八
五
年
五
月
に
ナ
ト
リ
ウ
ム
一
次
系
の
充
填
が
完
了
し
、
一
九
八
六
年
半
ば
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年 総議
席

CDU SPD FDP 緑の党 その他 州首相 与党率 席 率 席 率 席 率 席 率 席
1970 200 46.3 95 46.1 94 5.5 11 － － 2.1 0 ハインツ・

キューン
SPD/FDP
（66～78年）1975 200 47.1 95 45.1 91 6.7 14 － － 1.1 0

1980 201 43.2 95 48.4 106 4.9 0 3.0 0 0.5 0 ヨハネス・
ラウ
（1978年～）

SPD
（1978年～）1985 227 36.5 88 52.1 125 6.0 14 4.6 0 1.1 0

1990 237 36.7 89 50.0 122 5.8 14 5.0 12 1.5 0
表 6：NRW州議会選挙（1970-1990年）

出典：Esche and Hartmann, 1990: 332



ま
で
に
は
シ
ス
テ
ム
の
機
能
試
験
が
完
了
し
、
工
事
進
渉
率
は
九
五
％
に
達
し
た
。
し
か
し
こ
の
最
終
段
階
で
認
可
手
続
き
は
滞
っ
た
。

以
下
の
よ
う
な
原
因
を
Ｋ
Ｆ
Ｋ
は
指
摘
す
る
（
M
arth
1992：
97,104,109-110）。

・
以
前
の
認
可
で
決
着
し
た
は
ず
の
事
実
関
係
が
⽛
全
般
的
懸
念
⽜
を
理
由
に
疑
問
に
付
さ
れ
、
新
た
な
鑑
定
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
。

・
外
国
の
施
設
で
の
事
故
（
一
九
八
六
年
八
月
の
ス
ペ
イ
ン
の
ア
ル
メ
リ
ア
発
電
所
火
災
や
一
九
八
七
年
二
月
の
英
国
ド
ー
ン
レ
イ
の

Ｐ
Ｆ
Ｒ
高
速
増
殖
実
験
炉
の
配
管
損
傷
な
ど
）
が
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
安
全
設
計
上
の
特
徴
と
結
び
付
け
ら
れ
、
さ
ら
な
る
鑑
定
書
作

成
の
理
由
に
さ
れ
た
。
な
か
で
も
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
（
Ｒ
Ｂ
Ｍ
Ｋ
⚑
⚐
⚐
⚐
型
）
は
黒
鉛
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
と

い
う
可
燃
性
の
媒
体
を
使
用
し
て
い
る
共
通
点
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。

・
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
原
子
力
法
認
可
手
続
き
で
実
績
の
な
い
鑑
定
機
関
（
Ｅ
Ｗ
Ｉ
な
ど
）
へ
の
委
託
。

・
過
去
の
訴
訟
で
原
告
側
に
い
て
原
発
批
判
を
⽛
扇
動
⽜
し
た
者
の
鑑
定
人
の
採
用
。

・
鑑
定
手
続
き
に
お
け
る
手
際
や
日
程
設
定
の
悪
さ
。

以
上
を
見
る
と
、
外
部
専
門
家
に
委
託
さ
れ
る
鑑
定
手
続
き
が
主
要
な
原
因
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鑑
定
人
が
業
務
を
開
始
す
る
ま

で
数
カ
月
以
上
か
か
る
こ
と
も
あ
り
、
鑑
定
書
完
成
後
も
監
督
官
庁
が
し
ば
し
ば
改
善
を
求
め
た
た
め
、
そ
の
検
討
に
数
カ
月
か
ら
数
年

か
か
っ
た
。
鑑
定
人
の
変
更
も
遅
れ
を
も
た
ら
し
た
。
例
え
ば
ベ
ー
テ
・
タ
イ
ト
事
故
（
Bethe-T
ait-Störfall；

冷
却
水
喪
失
と
緊
急

停
止
装
置
の
故
障
に
よ
っ
て
出
力
と
温
度
が
急
激
に
上
昇
し
、
炉
心
溶
融
と
大
量
の
放
射
能
放
出
を
も
た
ら
す
高
速
増
殖
炉
特
有
の
暴
走

事
故
）
対
策
に
つ
い
て
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
た
Ｇ
Ｒ
Ｓ
か
ら
、
一
九
八
六
年
秋
以
後
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
と
マ
ン
ハ
イ
ム
に
拠
点
を
置
く

Ｅ
Ｗ
Ｉ
社
（
Elekrotow
att-Ingenieurunternehm
en）
に
鑑
定
は
切
り
替
え
ら
れ
た
が
、
Ｅ
Ｗ
Ｉ
社
は
鑑
定
に
約
一
年
を
要
し
た
。

具
体
的
な
認
可
手
続
き
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
最
終
段
階
で
は
三
つ
の
認
可
が
控
え
て
い
た
。

①
部
分
認
可
7
／
4
（
2
）
号
（
小
規
模
の
追
加
工
事
）。
比
較
的
重
要
度
が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
遅
滞
し
た
た
め
、
7
／
4
（
2
）
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と
7
／
4
（
3
）
に
分
割
さ
れ
、
前
者
は
よ
う
や
く
一
九
八
四
年
六
月
に
発
令
さ
れ
た
。
し
か
し
後
者
は
州
議
会
選
挙
と
重
な
っ
た
た
め

遅
れ
、
よ
う
や
く
一
九
八
五
年
一
〇
月
に
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
結
局
、
最
後
の
認
可
と
な
っ
た
。

②
部
分
認
可
7
／
6
号（
核
燃
料
の
装
荷
な
ど
）。
一
九
八
三
年
六
月
に
申
請
さ
れ
、肯
定
的
な
鑑
定
は
一
九
八
四
年
春
に
出
て
い
た
が
、

一
九
八
四
年
一
二
月
四
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
開
か
れ
た
聴
聞
会
の
た
め
、
遅
れ
た
。
こ
の
聴
聞
会
は
、
先
述
し
た
建
設
費
用
圧
縮
の
た

め
の
炉
心
設
計
変
更
に
伴
い
、
核
燃
料
の
組
成
（
ウ
ラ
ン
や
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
比
率
）
が
当
初
計
画
か
ら
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
捉
え
、
州

認
可
官
庁
（
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｓ
）
が
開
催
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
州
認
可
官
庁
は
経
済
性
の
欠
如
へ
の
疑
問
と
並
ん
で
、⽛
ベ
ー
テ
・
タ
イ
ト
事
故
⽜

の
際
に
放
出
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
想
定
よ
り
も
大
き
い
と
す
る
原
子
力
批
判
派
の
科
学
者
ド
ン
デ
ラ
ー
（
Richard
Lothar

D
onderer）
ら
の
研
究
（
一
九
八
四
年
）
を
取
り
上
げ
た
（
M
arth
1992：
93-95
（
20
））。
聴
聞
会
後
も
認
可
官
庁
は
7
／
4
（
3
）
認
可
手

続
き
を
優
先
し
、
7
／
6
認
可
手
続
き
は
よ
う
や
く
一
九
八
五
年
末
に
再
開
さ
れ
た
が
、
新
し
い
認
可
官
庁
（
Ｍ
Ｗ
Ｍ
Ｔ
）
は
防
火
や
ナ

ト
リ
ウ
ム
漏
れ
に
関
す
る
条
件
を
追
加
し
た
。

③
部
分
認
可
7
／
7
号
（
原
子
力
発
電
開
始
と
持
続
運
転
）。
一
九
八
四
年
四
月
に
申
請
さ
れ
、⽛
肯
定
的
全
体
判
断
⽜
を
含
む
鑑
定
書

は
一
九
八
六
年
春
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
事
業
者
の
Ｓ
Ｂ
Ｋ
は
連
邦
省
庁
（
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｔ
と
一
九
八
六
年
五
月
設
置
の
連
邦
環
境

自
然
保
護
原
子
力
安
全
省
Ｂ
Ｍ
Ｕ
）
の
了
解
の
下
、
②
認
可
7
／
6
か
ら
核
燃
料
装
荷
を
除
き
、
③
7
／
7
運
転
認
可
に
統
合
し
、
認
可

手
続
き
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
庁
の
審
査
は
進
ま
な
か
っ
た
（
M
arth
1992：
99-102）。

こ
の
間
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
直
後
の
一
九
八
六
年
四
月
二
八
日
、
ヨ
ヒ
ム
ゼ
ン
が
議
長
を
務
め
る
連
邦
Ｓ
Ｐ
Ｄ
執
行
部
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
審
議
会
は
事
故
を
知
ら
な
い
段
階
で
、
原
子
力
の
推
進
目
的
の
削
除
や
賠
償
責
任
限
度
額
の
大
幅
引
き
上
げ
、
再
処
理
と
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
利
用
の
禁
止
、
お
よ
び
高
速
増
殖
炉
の
法
的
停
止
を
内
容
と
す
る
原
子
力
法
改
正
方
針
を
決
議
し
た
（
M
arth
1992：
97）。

一
九
八
六
年
五
月
一
三
日
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
は
原
子
力
問
題
を
激
し
く
議
論
し
た
。
全
面
的
脱
原
子
力
を
求
め
る
声
が
強
ま
っ
た
が
、
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フ
ァ
ー
ル
ト
マ
ン
は
慎
重
だ
っ
た
。
一
週
間
後
の
五
月
二
〇
日
の
会
派
会
合
で
も
議
論
が
行
わ
れ
た
結
果
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
は
翌
日
、
州
議

会
に
動
議
案
⽛
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
炉
事
故
後
の
政
策
へ
の
帰
結
⽜
を
提
出
し
、
こ
れ
は
六
月
四
日
に
本
会
議
で
多
数
に
よ
り
可
決
さ

れ
た
。
こ
の
動
議
の
要
点
は
、
原
子
力
に
リ
ス
ク
が
残
る
以
上
、
移
行
期
間
に
の
み
責
任
を
負
え
る
も
の
だ
と
し
、
段
階
的
に
で
き
る
だ

け
早
く
脱
原
子
力
を
進
め
る
べ
き
と
し
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
移
行
期
間
の
具
体
的
な
長
さ
に
は
言
及
が
な
く
、
段
階
的
脱
原
子
力
を
計

画
化
す
る
州
政
府
の
役
割
も
明
示
さ
れ
ず
、
連
邦
の
原
子
力
法
改
正
の
必
要
性
に
触
れ
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
さ
ら
に
高
速
増
殖
炉
技
術

は
責
任
を
負
え
な
い
も
の
と
明
示
さ
れ
た
の
に
対
し
、
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
へ
の
言
及
は
抜
け
落
ち
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
州
議
会
で
の
動
議
可
決
の
直
前
に
、
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
が
す
で
に
五
月
初
め
に
事
故
を
起
こ
し
て
い
た
と
い
う
噂
が
表
面

化
し
た
。
ヨ
ヒ
ム
ゼ
ン
経
済
相
は
六
月
三
日
、
放
射
性
の
気
体
が
相
当
量
漏
れ
、
半
年
間
に
許
容
さ
れ
る
放
射
線
量
の
八
〇
％
に
相
当
す

る
放
射
能
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
を
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
全
体
に
報
告
し
た
。
彼
自
身
は
五
月
三
〇
日
に
初
め
て
事
故
の
報
告
を
受
け
た
と
釈
明

し
、
事
業
者
を
情
報
隠
蔽
だ
と
非
難
し
た
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
内
は
動
揺
し
た
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
西
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
お
よ
び
ニ
ー
ダ
ー
ラ

イ
ン
支
部
の
各
党
大
会
は
六
月
末
、
高
温
炉
か
ら
の
撤
退
も
求
め
る
決
議
を
採
択
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
出
席
し
て
い
た
三
人
の
州
閣

僚
の
間
で
も
意
見
が
割
れ
た
。
そ
こ
で
六
月
三
〇
日
、
州
党
執
行
部
の
会
合
が
開
か
れ
た
。
会
派
議
長
フ
ァ
ー
ル
ト
マ
ン
や
州
首
相
ラ
ウ

は
高
温
炉
の
運
転
を
当
面
継
続
す
べ
き
と
い
う
見
解
を
示
し
た
が
、
議
論
の
結
果
、
新
た
な
動
議
案
が
会
派
執
行
部
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
。
今
度
は
一
九
八
七
年
半
ば
ま
で
に
州
議
会
に
対
し
、
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
も
含
め
た
脱
原
子
力
の
方
法
と
期
間
の
具
体
化
と
、
高
速
増

殖
炉
に
燃
料
装
荷
も
運
転
開
始
も
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
州
政
府
に
要
求
し
た
。
こ
の
二
度
目
の
動
議
は
七
月
一

〇
日
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
両
会
派
の
反
対
を
押
し
切
り
、
州
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
動
議
は
、
ハ
ウ
フ
と
ヨ
ヒ
ム
ゼ
ン
の
主
導
す

る
委
員
会
の
原
案
に
基
く
一
九
八
六
年
八
月
末
の
連
邦
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
決
議
（
西
ド
イ
ツ
の
全
原
発
の
一
〇
年
間
で

の
段
階
的
廃
止
）
を
先
導
し
た
形
と
な
っ
た
（
D
üding
1998：
230-235,237）。
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一
九
八
六
年
七
月
、
ヨ
ヒ
ム
ゼ
ン
は
申
請
事
業
者
に
通
知
す
る
前
に
記
者
会
見
を
開
き
、
各
認
可
の
前
提
と
な
る
⽛
暫
定
的
肯
定
的
全

体
判
断
⽜
を
も
は
や
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言
し
、
拒
否
の
理
由
と
し
て
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
と
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
類
似
性
、

以
前
の
ベ
ー
テ
・
タ
イ
ト
事
故
解
析
は
検
証
に
耐
え
な
い
こ
と
、
お
よ
び
非
原
子
力
部
分
の
運
転
試
験
中
の
技
術
的
ト
ラ
ブ
ル
の
三
点
を

挙
げ
た
。
三
点
目
は
例
え
ば
、
一
九
八
四
年
一
一
月
に
起
き
た
火
災
（
運
転
試
験
時
に
蒸
気
発
生
器
建
屋
の
地
下
室
か
ら
配
管
を
伝
っ
て

約
二
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
粒
子
が
原
子
炉
建
屋
の
屋
上
に
達
し
、
炎
上
し
た
）
な
ど
を
指
す
。
ヨ
ヒ
ム
ゼ
ン
大
臣
は
一
九
八

七
年
四
月
に
も
記
者
会
見
を
開
き
、
②
認
可
7
／
6
を
拒
否
す
る
意
向
を
表
明
し
た
が
、
こ
の
と
き
は
上
記
と
同
様
の
理
由
と
と
も
に
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
（
第
三
者
に
よ
る
破
壊
行
為
）
防
止
設
備
の
未
完
成
を
挙
げ
た
。

ヨ
ヒ
ム
ゼ
ン
大
臣
の
否
定
的
な
発
言
に
対
し
、
州
議
会
Ｃ
Ｄ
Ｕ
会
派
は
主
要
鑑
定
機
関
か
ら
の
意
見
聴
取
を
要
求
し
、
こ
れ
に
応
じ
て

一
九
八
六
年
八
月
に
提
出
さ
れ
た
Ｔ

Ü

Ｖ
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
執
行
役
員
の
個
人
所
見
は
、
五
つ
の
主
要
争
点
（
ベ
ー
テ
・
タ
イ
ト
事
故
、
審

査
の
繰
り
返
し
、
品
質
保
証
シ
ス
テ
ム
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
、
廃
棄
物
処
理
）
を
検
討
し
た
上
で
、
運
転
開
始
を
阻
ん
で
い
る
の
は

安
全
技
術
上
の
理
由
で
は
な
く
、
政
治
的
決
定
だ
と
結
論
づ
け
た
（
M
arth
1992：
91,98,100-103）。
連
邦
与
党
Ｆ
Ｄ
Ｐ
も
連
邦
議
会

選
挙
後
の
一
九
八
七
年
三
月
、Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
研
究
政
策
上
の
効
用
の
確
認
を
政
府
に
求
め
た
。
鑑
定
を
委
託
さ
れ
た
ス
イ
ス
の
モ
ー

タ
ー
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
社
は
半
年
後
、
速
や
か
な
運
転
開
始
や
長
期
運
転
、
お
よ
び
長
寿
命
核
種
の
減
量
目
的
へ
の
計
画
拡
大
を
勧
告
し
た
。

一
九
八
八
年
四
月
二
七
日
、
連
邦
環
境
相
テ
プ
フ
ァ
ー
（
K
laus
T
öpfer）
は
憲
法
八
五
条
三
項
に
基
づ
く
指
示
を
Ｍ
Ｗ
Ｍ
Ｔ
に
発
令

し
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
と
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
違
い
を
強
調
し
た
Ｒ
Ｓ
Ｋ
の
鑑
定
（
一
九
八
七
年
四
月
）
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
以
上
の

鑑
定
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
、
運
転
開
始
に
肯
定
的
な
方
向
で
認
可
手
続
き
を
進
め
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
州
政
府
は
約
半

年
後
に
な
っ
て
、
連
邦
か
ら
の
指
示
が
州
の
権
限
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
一
九
九
〇
年
五
月
二
二
日

の
カ
ル
カ
ー
第
二
次
訴
訟
判
決
は
州
側
の
主
張
を
こ
と
ご
と
く
退
け
た
。
こ
れ
で
連
邦
環
境
省
の
側
も
、
強
力
な
武
器
を
手
に
し
た
は
ず
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だ
が
、
そ
れ
以
上
の
指
示
発
令
に
は
慎
重
だ
っ
た
（
M
arth
1992：
107-109,112）。
テ
プ
フ
ァ
ー
は
Ｓ
Ｎ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
の
事
業
継
続
に
は

懐
疑
的
で
、
た
だ
選
挙
へ
の
影
響
を
避
け
る
観
点
か
ら
事
業
推
進
の
建
前
を
維
持
し
て
い
る
と
報
道
さ
れ
た
（
21
）。

そ
の
間
、
財
源
問
題
が
切
迫
し
て
き
た
。
認
可
手
続
き
の
遅
延
は
技
術
的
理
由
で
は
な
い
と
し
て
、
連
邦
研
究
技
術
省
は
一
九
八
六
年

半
ば
か
ら
一
九
八
七
年
春
ま
で
の
⽛
遅
延
段
階
⽜
に
対
し
て
八
四
〇
〇
万
DM
の
追
加
財
政
支
援
を
提
供
し
た
。
一
九
八
八
年
初
め
、⽛
待
機

段
階
⽜（
一
九
八
八
年
）
と
一
九
八
九
年
以
降
一
九
九
一
年
末
ま
で
の
⽛
延
長
待
機
段
階
⽜
が
定
義
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
財
政
支
援
は
Ｂ
Ｍ

Ｆ
Ｔ
と
電
力
会
社
（
Ｒ
Ｗ
Ｅ
、
バ
イ
エ
ル
ン
電
力
、
プ
ロ
イ
セ
ン
エ
レ
ク
ト
ラ
）、
お
よ
び
ジ
ー
メ
ン
ス
が
各
三
分
の
一
を
分
担
し
て
、
年

間
一
億
五
〇
〇
万
DM
の
維
持
費
を
ま
か
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
長
年
ド
イ
ツ
原
子
力
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
長
だ
っ
た
バ
ー
デ

ン
電
力
の
取
締
役
、
グ
ッ
ク
（
RudolfW
.Guck）
教
授
は
Ｂ
Ｗ
州
首
相
シ
ュ
ペ
ー
ト
（
LotharSpäth）
宛
て
の
一
九
八
八
年
八
月
一
一

日
の
書
簡
に
お
い
て
、
待
機
期
間
中
の
維
持
費
を
バ
ー
デ
ン
電
力
が
負
担
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
待
機
段
階
の
財
政
支
援
が
一
九
九
一

年
末
で
切
れ
る
の
で
、
遅
く
と
も
一
九
九
〇
年
末
に
は
今
後
の
財
政
支
援
の
在
り
方
を
決
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
統
一
に
か
か
る

費
用
を
考
え
る
と
、
高
速
増
殖
炉
へ
の
こ
れ
以
上
の
支
出
に
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
の
連
邦
議
会
選
挙
を
控
え
る
与
党
議
員
の
同
意
を
得

ら
れ
る
保
障
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
一
九
九
一
年
一
月
九
日
の
事
前
会
合
を
経
て
、
連
邦
研
究
相
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
（
H
einz

Riesenhuber）
は
上
記
電
力
三
社
や
ジ
ー
メ
ン
ス
と
三
月
二
〇
日
に
協
議
し
、
州
政
府
の
態
度
が
原
因
で
認
可
手
続
き
の
完
了
が
見
込

め
な
い
と
し
て
、
こ
れ
以
上
の
財
政
支
出
を
行
わ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
事
業
中
止
を
決
定
し
、
翌
二
一
日
に
発
表
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
と
ベ

ル
ギ
ー
の
両
政
府
と
は
速
や
か
に
協
議
す
る
と
さ
れ
た
（
M
arth
1992：
98,104-105,112-113）。
着
工
か
ら
一
八
年
、
事
実
上
の
完
成

か
ら
六
年
の
段
階
で
約
七
〇
億
DM
を
要
し
た
事
業
は
放
棄
さ
れ
た
（
H
ohm
uth
2014：
39-40）。
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お
わ
り
に

以
上
の
事
実
経
過
に
基
づ
き
、
高
速
増
殖
炉
の
建
設
中
止
を
可
能
に
し
た
要
因
を
検
討
し
た
い
。

第
一
に
、
中
止
決
定
の
直
接
の
理
由
は
認
可
の
遅
延
に
伴
う
費
用
増
大
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
部
分
的
に
関
連
し
て
い
る
が
、
費
用
増

大
は
設
計
段
階
か
ら
生
じ
て
い
た
。
そ
の
根
本
原
因
は
高
速
増
殖
炉
技
術
の
不
確
実
性
と
、
潜
在
的
な
リ
ス
ク
の
大
き
さ
に
あ
っ
た
。
高

速
増
殖
炉
事
業
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
電
力
会
社
が
事
業
に
同
意
し
た
前
提
は
、
建
設
費
用
の
大
半
が
国
費
で
ま
か
な
わ
れ

る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
費
用
増
大
に
よ
り
、
こ
の
前
提
は
崩
れ
た
。
さ
ら
に
ド
イ
ツ
統
一
を
控
え
た
財
政
状
況
に
加
え
、
実
用
規
模

の
再
処
理
工
場
（
バ
イ
エ
ル
ン
州
ヴ
ァ
ッ
カ
ー
ス
ド
ル
フ
）
の
建
設
中
止
を
電
力
業
界
が
一
九
八
九
年
に
決
め
て
い
た
状
況
も
、
連
邦
政

府
に
よ
る
最
終
的
な
中
止
決
定
の
判
断
を
容
易
に
し
た
。

第
二
に
、
州
の
認
可
官
庁
に
よ
る
設
計
変
更
の
要
望
は
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
か
ら
徐
々
に
始
ま
っ
て
い
た
原
発
の
安
全
論
争
を
意
識

し
て
の
こ
と
で
も
あ
り
、
州
政
府
に
慎
重
姿
勢
を
促
し
た
反
原
発
運
動
の
登
場
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
三
カ
国
国
境
地
帯
に
立
地
す
る

事
業
の
ゆ
え
に
、
反
対
運
動
に
は
フ
ラ
ン
ス
も
含
め
た
四
カ
国
か
ら
の
参
加
が
あ
っ
た
。
特
に
西
ド
イ
ツ
の
反
原
発
運
動
か
ら
は
、
緑
の

党
と
い
う
政
党
と
、
エ
コ
研
究
所
を
始
め
と
す
る
対
抗
専
門
機
関
も
生
ま
れ
た
。

第
三
に
、
州
政
府
に
許
認
可
権
限
が
あ
る
こ
と
、
か
つ
一
九
七
九
年
の
再
処
理
工
場
計
画
を
め
ぐ
り
連
邦
政
府
の
政
策
を
州
政
府
が
実

施
段
階
で
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る
可
能
性
が
明
確
化
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
州
政
府
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
行
動
は
、
州
議
会

選
挙
へ
の
緑
の
党
参
入
と
い
う
政
党
間
競
争
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
。
当
初
は
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
や
連
邦
議
会
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
少
数
派
が
高
速
増
殖

炉
に
慎
重
に
な
っ
た
が
、
や
が
て
Ｆ
Ｄ
Ｐ
は
州
議
会
選
挙
で
議
席
を
失
っ
て
で
も
Ｃ
Ｄ
Ｕ
と
の
保
守
連
立
に
鞍
替
え
し
、
原
発
推
進
路
線

を
固
め
直
し
た
。
代
わ
っ
て
連
邦
で
は
野
党
に
な
っ
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
、緑
の
党
の
伸
長
を
抑
え
て
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
政
権
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
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緑
の
党
と
の
協
力
を
拒
む
と
同
時
に
、
緑
の
党
の
潜
在
支
持
層
か
ら
の
票
を
得
る
た
め
、
泥
臭
い
プ
レ
ー
を
し
て
で
も
高
速
増
殖
炉
の
認

可
を
遅
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
連
邦
議
会
特
別
調
査
委
員
会
で
あ
る
。
元
々
は
与
党
内
の
合
意
を
再
構
築
す
る
た
め
設
置
さ
れ
た
が
、
結
果
的
に
エ
コ
研
究

所
と
そ
の
脱
原
発
シ
ナ
リ
オ
や
、
ベ
ネ
ッ
ケ
、
ド
ン
デ
ラ
ー
ら
対
抗
専
門
家
に
よ
る
リ
ス
ク
評
価
（
並
行
研
究
）
に
正
統
性
を
与
え
た
。

Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
政
府
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
に
加
え
て
、
認
可
手
続
き
を
遅
延
さ
せ
る
手
段
と
し
て
対
抗
専
門
家
に
よ
る
鑑
定
に
注

目
し
、
Ｅ
Ｗ
Ｉ
社
の
よ
う
な
対
抗
専
門
組
織
の
育
成
さ
え
行
っ
た
。

第
五
に
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
や
、
そ
の
直
後
に
起
き
た
高
温
炉
（
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
-⚓
⚐
⚐
）
の
州
内
で
の
事
故
は
、
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の

Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
脱
原
発
へ
の
転
換
を
加
速
さ
せ
た
。
ま
た
他
国
で
の
事
故
の
経
験
は
対
抗
専
門
家
の
論
拠
を
強
め
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
要
素
の
連
関
が
建
設
中
止
を
可
能
に
し
た
。
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
政
権
は
、
元
々
は
原
子
力
推
進
だ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
認
可
手
続
き
を
原
子
力
法
の
厳
格
適
用
、
特
に
多
元
化
し
た
専
門
家
の
鑑
定
手
続
き
に
よ
っ
て
遅
延
さ
せ
、
建
設
や
運
転
の
中
止

に
追
い
込
む
⽛
脱
原
子
力
志
向
の
原
子
力
行
政
⽜
の
原
型
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
は
後
に
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
な
ど
他
州
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
政
権
や
⽛
赤

緑
⽜
政
権
、
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
末
以
降
の
連
邦
の
⽛
赤
緑
⽜
政
権
の
脱
原
子
力
政
策
の
伏
線
と
な
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）
再
処
理
の
際
に
発
生
す
る
高
熱
・
高
放
射
能
の
核
分
裂
生
成
物
は
ガ
ラ
ス
で
固
め
て
容
器
に
入
れ
、⽛
ガ
ラ
ス
固
化
体
⽜
と
い
う
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

と
し
て
最
終
処
分
に
回
す
と
さ
れ
る
が
、
容
器
が
数
万
年
の
耐
久
性
を
持
つ
の
か
ど
う
か
は
実
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
最
終
処
分
地
点
の
決
定
も
困
難
で
あ
る
。

（
2
）
原
子
力
委
員
会
新
計
画
策
定
会
議
第
一
八
回
⽛
参
考
資
料
1
高
速
増
殖
炉
サ
イ
ク
ル
の
実
現
性
に
つ
い
て
（
改
訂
版
）⽜（
平
成
一
七
年
二
月
一
〇
日
）。

（
3
）
本
稿
は
過
去
の
拙
稿
（
本
田
2001；

2012；

2014）
の
記
述
と
部
分
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
4
）
SPD
,Godesberger
Program
.
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（
5
）
出
所
：
H
ohm
uth
2014:673に
加
筆
。
環
境
担
当
相
は
連
邦
初
の
環
境
計
画
策
定
（
一
九
七
一
年
）
以
降
の
担
当
大
臣
の
み
掲
載
。
一
九
八
六
年
五
月
ま

で
は
連
邦
内
務
相
、
一
九
八
六
年
六
月
以
降
は
連
邦
環
境
相
。
黒
黄
：
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
。
赤
黄
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
。
赤
緑
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
緑
。

大
連
立
：
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｓ
Ｐ
Ｄ
。

（
6
）
ヒ
ル
シ
ュ
は
対
抗
専
門
機
関
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
グ
ル
ッ
ペ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
創
設
に
参
加
し
、
ま
た
独
立
環
境
諮
問
機
関
の
全
国
連
盟
と
し
て
一
九
八

六
年
に
創
設
さ
れ
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
研
究
所
共
同
体
（
A
GÖ
F:A
rbeitsgem
einschaftökologischerForschungsinstitute）
の
代
表
も
務
め
、
グ
リ
ー
ン

ピ
ー
ス
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ナ
ー
（
専
門
担
当
者
）
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
7
）
ほ
か
に
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
平
和
研
究
所
（
Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
の
バ
ー
ナ
ー
ビ
ー
（
Frank
Barnaby）、
オ
ー
ク
リ
ッ
ジ
米
国
立
実
験
所
の
放
射
線
防
護
課

長
・
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
委
員
モ
ー
ガ
ン
（
K
arlM
organ）、
妊
婦
の
Ｘ
線
撮
影
に
よ
る
小
児
ガ
ン
増
加
を
初
め
て
疫
学
的
に
証
明
し
た
英
国
の
医
学
者
ス
テ
ュ
ワ
ー

ト
（
A
lice
Stew
art）
ら
。
ド
イ
ツ
か
ら
は
ブ
レ
ー
メ
ン
大
学
の
エ
ー
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
教
授
ら
。

（
8
）
ド
イ
ツ
か
ら
は
Ｖ
Ｅ
Ｗ
社
の
ク
ニ
ツ
ィ
ア
や
ア
ル
ケ
ム
社
の
シ
ュ
ト
ル
な
ど
。

（
9
）
Ｓ
Ｎ
Ｒ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
設
立
後
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
会
社
や
政
府
も
参
加
を
検
討
し
た
が
、
最
終
的
に
事
業
へ
の
不
参
加
を
決
め
た
。

（
10
）
一
九
七
七
年
に
ベ
ル
ギ
ー
の
電
力
会
社
の
共
同
子
会
社
の
持
ち
株
を
手
放
す
と
と
も
に
、
活
動
領
域
を
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
に
変
更
し
た
。

（
11
）
括
弧
内
は
一
九
七
二
年
七
月
を
基
準
物
価
と
し
て
換
算
し
た
場
合
。

（
12
）
旧
七
九
条
一
項
、
一
九
八
〇
年
の
改
正
後
は
五
六
条
。

（
13
）
一
人
以
外
は
全
員
が
主
管
の
科
学
技
術
委
員
会
に
属
し
て
い
た
が
、
内
務
・
経
済
の
両
委
員
会
か
ら
も
複
数
の
委
員
が
選
ば
れ
た
。

（
14
）
D
eutscher
Bundestag,Berichtder
Enquete-K
om
m
ission
„Zukünftige
K
ernenergie-Politik“,BT
-D
rs
8/4341,27.06.1980

（
15
）
太
線
囲
み
は
第
一
次
・
第
二
次
の
両
方
に
参
加
。
①
は
第
一
次
の
み
、
②
は
第
二
次
の
み
参
加
。

（
16
）
BT
-D
rs.
9/2001,
Zw
ischenbericht
der
Em
pfehlungen
der
Enquete-K
om
m
ission
„Zukünftige
K
ernenergie-Politik“
über
die

Inbetriebnahm
e
der
Schnellbrüter-
Prototypanlage
SN
R300
in
K
alkar,27.9.1982.

（
17
）
BT
-D
rs.9/2438,Berichtder
Enquete-K
om
m
ission
„Zukünftige
K
ernenergie-
Politik“
über
den
Stand
der
A
rbeit,24.3.1983.

（
18
）
Ｔ
Ｈ
Ｔ
Ｒ
は
濃
縮
ウ
ラ
ン
235
（
核
分
裂
用
）
と
ト
リ
ウ
ム
232
（
増
殖
用
）
を
黒
鉛
（
減
速
材
）
の
被
膜
に
包
ん
だ
直
径
六
セ
ン
チ
の
球
体
燃
料
三
万
個
を

燃
料
に
用
い
、
炭
酸
ガ
ス
で
冷
却
す
る
。
ト
リ
ウ
ム
232
に
中
性
子
を
吸
収
さ
せ
て
ウ
ラ
ン
233
を
増
殖
す
る
欧
州
唯
一
の
高
温
炉
だ
っ
た
。

（
19
）
Spiegel27/1.7.1985:„D
ieses
H
öllenfeuer
nichtentfachen.“
SPD
-Politiker
Friedhelm
Farthm
ann
über
den
Schnellen
Brüter.

（
20
）
ド
ン
デ
ラ
ー
は
特
別
調
査
委
員
会
の
委
託
に
よ
る
並
行
研
究
の
Ｆ
Ｇ
Ｓ
Ｂ
に
属
し
て
お
り
、
一
九
八
四
年
に
は
コ
ラ
ー
ト
・
ド
ン
デ
ラ
ー
研
究
室
（
GbR
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K
ollert&
D
onderer）
を
立
ち
上
げ
、
こ
れ
は
一
九
九
六
年
に
ブ
レ
ー
メ
ン
物
理
研
究
室
（
PhysikerbüroBrem
en）
に
改
名
さ
れ
て
い
る
。
原
子
力
法

二
〇
条
に
基
づ
く
鑑
定
委
託
業
務
と
し
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